
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

戸田市消防本部  
 

第 57 号 令和 6 年４月 刊行  



は じ め に 
 

 

 この「戸田市の消防」は、令和５年度消防防災・震災対策現況調査を中心として消防現

勢及び過去の消防業務について収録し、消防行政の運営の指針とするとともに、広く一般

に公開するために編集したものです。 

 収録の統計資料は、原則として令和５年４月１日をもって表していますが火災件数・救

急件数等については暦年によるものです。 

 

令和６年４月 

戸田市消防本部 
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戸田市民憲章

わたくしたちは、豊かな荒川の流れと、うるわしい武蔵野の

大地をふるさととする戸田市民です。

わたくしたちは、このまちに誇りと責任をもち、夢と希望の

ある戸田市をつくるため、この憲章をさだめます。

わたくしたち戸田市民は

心をみがき、体をきたえましょう

明るくうるおいのある家庭をつくりましょう

話し合い、助け合いの輪をひろげましょう

自然をまもり、すみよい環境をつくりましょう

教養と文化をたかめ、みのりを未来にのこしましょう

     （昭和５４年１１月３日制定）

（戸田ボートコース）
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戸田市消防訓

わたくしたち消防人は、伝統ある消防精神を重んじ、消防の

誇りと責任をもって市民の負託に応えるため、ここに消防訓を

定めます。

一、一致協同し市民の信頼と期待に応えましよう。

一、常に研さん努力し市民の信頼と期待に応えましょう。

一、健康を保持し市民の信頼と期待に応えましょう。

一、不とう不屈の精神で市民の信頼と期待に応えましょう。

一、奉仕の心を養い市民の信頼と期待に応えましょう。

（平成元年９月１６日制定）

(消防本部庁舎)
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(東部分署庁舎) （西部分署庁舎）
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戸田市の概要 
 

１ 位置及び面積 

戸田市は、関東平野のほぼ中央、埼玉県 

南東部に位置し荒川左岸に発達した沖積低 

地にあり東京都に接しています。荒川は戸 

田市の西部では北西から南東へ、南部では 

武蔵野台地の縁に沿ってほぼ西から東へ流 

れおり、戸田市の西と南をＬ字状に二方を 

囲んでいます。 

市域は東西７．２㎞、南北３．９㎞、総 

    面積１８．１９㎞ 2を有しています。 

 

２ 地 勢 

戸田市は、平たんな地形で、古く荒川の 

影響を受けて発展してきました。又、荒川 

に沿って日本一と言われる静水の漕艇競技 

場である戸田ボートコースが東西に２，５ 

００ｍ延びております。 

 

３ 人口と世帯（令和５年４月１日現在） 

人 口 １４１，９２７人 

世 帯  ６８，６６３世帯です｡ 

 

 

 

 

 

人口の推移（過去５年） 
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消防機関配置図

本：消防本部・消防署 大字新曽１８７５－１

東：東部分署 下前１－１４－２０

西：西部分署 笹目５－９－１

１：第１分団 下前１－１４－５

２：第２分団 新曽南２－１２－２７

３：第３分団 本町２－８－８

４：第４分団 中町１－２１－１

５：第５分団 川岸２－６－１８

６：第６分団 笹目３－８－６

７：第７分団 美女木２－２２－６
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戸田消防の沿革 
 

明治１７年  ５月２４日 埼玉県は｢町村之連合｣要領を告示し､戸田地域は上戸田村連合､美女木村連合になる｡ 

明治２２年  ４月２５日 市町村制施行で上戸田村連合・美女木村連合は解体し、戸田村・美谷本村・笹目村に

なる。 

美女木村、内谷村、曲本村、松本新田が合併し美谷本村となる。（５月、秋本康怒氏初

代名誉村長に就任） 

下笹目村、惣右衛門村が合併し、笹目村となる。（５月、江口常次郎氏初代名誉村長に

就任） 

上戸田村､下戸田村､新曽村が合併し､戸田村となる｡(合併当時官選村長､室本喜平氏着

任) 

  ９月      ９月１１日からの暴風雨のため戸田橋付近増水５.１ｍとなり、床上浸水多数。 

明治２３年  ８月２２日 大風雨で荒川増水し水害が出る。（美谷本－浸水３２、笹目－浸水７０、戸田－浸水６

３）。 

明治２４年   ４月        戸田村長に金子良平氏就任する。 

明治２５年   ８月        荒川増水５.１ｍ、床上浸水多数。 

明治２７年   ２月        戸田村消防組結成される。組頭、小頭、消防手の階級に別し警察の補助機関。 

明治２９年   ９月        荒川増水（戸田橋付近で６.６ｍになり被害甚大）。 

明治３１年  ９月    風水害（美女木－浸水４４、流破壊２、笹目－浸水３７、戸田－浸水６３）。 

明治４０年   ８月２４日 暴風雨により利根川、荒川など大洪水。 

明治４１年   １月１４日 成美尋常小学校（現美谷本小）火災。 

明治４３年   ８月１０日 ２日～２０日まで降雨、利根川、荒川筋堤防決壊、極めて被害甚大となる。 

明治４４年   ２月    戸田村長に飯島雄之助氏就任する。 

大正 元年  １０月２５日 笹目村長に江口文助氏就任する。 

大正１０年  １１月２９日 美谷本村長に峯岸倉吉氏就任する。 

大正１２年   ９月 １日 関東大震災（戸田－全壊２６４、半壊２３７、死傷者２、美谷本－全壊１４５、半壊

８６、死傷者８、笹目－全壊１８、半壊６）。 

昭和１１年   ６月１７日 戸田村長に植野助右衛門氏就任する。 

昭和１４年   ４月 １日 １月勅令第２０号警防団令公布施行により、消防組を改組し、戸田村警防団発足する。

組織５分団。 

       ９月 １日 第二次世界大戦開戦。 

昭和１６年   ６月 １日 戸田村、町制施行。（町長代理助役、清水民之助氏）。 

６月１８日 戸田町制施行により、戸田町警防団となる。 

昭和１７年   ２月２８日 戸田町長に金子庄五郎氏就任する。 

昭和１８年   ４月 １日 笹目村、美谷本村合併、美笹村となる。（１１.５５㎡） 

                         美笹村長職務官掌に山脇徳四郎氏就任する。 

５月３０日 美笹村長に黒沢三郎氏就任する。 

６月１８日 戸田町長に荘武左衛門氏就任する。 

昭和２０年   ３月 ４日 川岸地区（戸田橋わき）１トン爆弾４発投下死者女性のみ６人。 

４月 ９日 下戸田喜沢地区に焼夷弾投下される。被害なし。 

４月１３日 空襲により道満河岸に焼夷弾投下され、死者２人、全焼３戸を出す。 

５月２５日 美女木修行目に焼夷弾投下され全焼３棟、人員被害なし。 

５月２６日 新曽（下町～馬場）地区に焼夷弾投下される。死者１名、負傷者１名、２０世帯類焼

する。 

７月２７日 上戸田地区焼夷弾投下。全焼１、半焼１。 

８月１０日 下戸田喜沢地区、機銃掃射により１人負傷。 

８月１５日 終戦。 

昭和２１年   ４月２９日 戸田町長に石井正徳氏就任する。 

昭和２２年  ４月 ５日 美笹村長に中村直治氏当選（公選初代）。 

４月 ６日 戸田町長に池上粂治氏当選（公選初代）。 

９月１５日 キャスリン台風による荒川洪水。（戸田－浸水７６、美笹－浸水１２２、流破壊３７）。 

１０月 １日 戸田町警防団を改組し、自治体消防戸田町消防団となる。 

１２月２３日 消防組織法（法律第２２６号）が公布される。 

昭和２３年   ４月２６日 戸田町長に吉岡光三氏就任する。 

７月２４日 消防法（法律第１８６号）が公布される。 

昭和２４年  ４月    戸田町消防本部設置条例（昭和２４年条例第５６号）を施行し、戸田町役場（庶務課）
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内に事務本部を置く。 

５月 １日 戸田町長に金子得氏就任する。 

昭和２５年   ４月１０日 美笹村長に霜田米三郎氏就任する。 

昭和２６年   ３月３１日 戸田町消防長に熊木秀吉氏就任する。（非常勤） 

５月 １日 戸田町長に武内勇助氏就任する。 

１１月１０日 美笹村消防団改編式（３消防団２４５人を２消防団２６人で機械化）。 

昭和２８年 １１月 １日 戸田町消防団を改め戸田町連合消防団と改組（団長は消防長、熊木秀吉氏が兼務）。 

昭和３０年   ８月 １日 戸田町長に金子庄五郎（金子得改名）氏就任する。 

昭和３２年  ６月１２日 戸田町連合消防団長、熊木秀吉氏退団する。 

６月１３日 戸田町連合消防団長に神保湖之吉氏就任する。 

７月２０日 美笹村、戸田町合併。第６団、第７団が加わる。 

昭和３３年  ９月１８日 台風２１号で県下暴風雨、荒川、芝川洪水で川口市、戸田町など低地一体が浸水。 

９月２８日 台風２２号（狩野川台風）により戸田町浸水（床上６００戸、床下１,２００戸）、災

害救助法が適用され自衛隊出動。 

昭和３５年   ４月 １日 戸田町消防長に神保湖之吉氏就任する（非常勤）。神保湖之吉氏退団に伴い連合消防団

長に宮永守雄氏就任する。 

昭和３６年  ９月    戸田町消防団常備部を戸田町大字下戸田１３番地に設ける。 

７月３１日 連合消防団長、宮永守雄氏退団する。 

１２月 ２日 連合消防団長に熊木市五郎氏就任する。 

昭和３７年   ８月２３日 美笹中学校（木造２階建）校舎全焼。 

昭和３８年   ７月３１日 戸田町長に野口政吉氏就任する。 

１０月 １日 戸田町連合消防団制を改め戸田町消防団と改組（７団ある消防団を各分団に改める）。

改組に伴い連合消防団長から消防団長に熊木市五郎氏就任する。 

１２月２２日 戸田第２小学校火災（４教室焼失）。 

昭和４０年   ３月３１日 戸田町消防団常備部を廃止する。 

４月 １日 戸田町消防本部、消防署を戸田町大字下戸田１３番地に設ける。 

                         消防長、神保湖之吉氏署長兼務。消防職員定数２２名。 

８月 １日 消防長補佐、消防署長に斎藤初雄氏就任する。 

１０月２５日 戸田町消防本部、消防署新庁舎落成（鉄筋２階建６３９.９２㎡）。 

昭和４１年   ４月 １日 消防職員定数２６名。 

６月 27～28 日 台風４号、災害救助法発動（浸水４,７９５、負傷者２）。 

９月 24～25 日 台風２６号（浸水１,３１５、破壊９、負傷者２）。 

９月２７日 消防職員定数３０名。消防団定数１０３名。 

１０月 １日 戸田市制施行、戸田市消防本部、消防署、消防団となる。 

消防署に救急車配置（トヨタマスターライン）、救急業務開始。 

昭和４２年   ３月    日本消防協会より竿頭綬受賞 戸田市消防団 

４月 １日 消防職員定数３１名。 

                         住居表示施行により、本部、署の地番が戸田市下前１丁目１４番２０号となる。 

１０月３０日 戸田市消防署に化学車配置（いすゞＴＸＧ－２０型）。超短波無線設置、 

                         基地局１、移動局１（化学消防車）、携帯局１３（消防署、消防団）。 

      １１月 ３日 第３分団器具置場新築（木造平屋７５.３５㎡）及び普通ポンプ車（損保号ニッサンＦ

Ｒ－４０型）更新。 

昭和４３年   ４月 １日 消防職員定数４６名。 

      １２月２７日 第１分団普通ポンプ車更新（ニッサンＦＲ－４０型）、第６分団器具置場移転新築（木

造平屋７５.３５㎡）。 

昭和４４年   ５月３１日 戸田市消防団長、熊木市五郎氏逝去。 

６月 １日 消防本部、消防署組織改正。 

６月２８日 戸田市消防団長に小山徳次氏就任する。 

１２月２６日 第５分団及び第６分団普通ポンプ車更新（ニッサンＦＲ－４０型）。 

昭和４５年   １月 ９日 超短波無線移動局２局増設（救急車、消防車）。 

４月 １日 消防職員定数４９名。 

７月１１日 第１分団器具置場新築（鉄筋３階建１９２.１６㎡）。 

１０月 １日 消防職員定数７０名。 

昭和４６年   ２月１３日 西部分署起工式。 

３月 ２日 西部分署に水槽付消防ポンプ車配置（ニッサンＦＳ－７８０型）。 

３月１６日 西部分署に救急車配置（ニッサンエコー）。 

３月２７日 第５分団器具置場新築（木造２階建８２.８１㎡）。 

９月 １日 台風２３号８月３１日午後から９月１日未明にかけて関東南部に襲来。（床上浸水４
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１、床下浸水６５７）。 

９月 １日 西部分署、戸田市下笹目２,５７６番地に落成（鉄筋３階建４５９.０２㎡）。 

                        本署、分署に監視用テレビカメラ設置。 

９月１４日 第７分団器具置場新築（木造２階建９４.９０㎡）。 

１２月 ７日 消防署にポンプ車配置（トヨタＦＣ－１００型）。 

昭和４７年  ３月 １日 消防庁長官より竿頭綬を受賞 戸田市消防本部・戸田市消防団 

   ４月２９日 元戸田市消防団第４分団長、金子清太郎氏、勲七等旭日章受章。 

６月 １日 消防本部司令車更新（ニッサンセドリック）。 

７月１７日 消防署に総合気象観測装置設置。 

１０月 ９日 消防職員定数７６名。 

１０月２５日 超短波無線基地局１局（西部分署）、移動局２局（梯子車、司令車）増設。 

１１月１４日 本署に指揮車配置（寄贈 ニッサンキャブスター）。 

１１月１５日 本署に３２ｍ梯子車配置（日野ＴＣ－３１１型）。 

１２月２９日 消防庁舎増改築工事着工。 

昭和４８年   １月２２日 消防防災用広報設備設置。 

２月２３日 救助艇用エンジン３台配置（ヤマハＰ－５、５Ａ－Ｌ）。 

７月３１日 消防庁舎増改築工事落成（鉄筋３階建４８７.９６㎡）。 

９月１８日 赤バイ配置（ホンダドリーム３５０㏄）。 

１０月 ３日 消防職員定数８１名。 

１０月２２日 火災・救急通信指令装置（Ｂ級）新設、通信指令室業務開始。 

１２月１８日 赤バイ配置（寄贈 ホンダドリーム５００㏄）。 

昭和４９年   ２月 ９日 野口政吉市長逝去。 

３月 １日 戸田市長に斎藤純忠氏就任する。 

３月３０日 本署水槽付消防ポンプ車更新（日野ＫＬ－３００型）。 

４月 １日 戸田市消防本部及び消防署の機構改革実施。課制施行。 

１２月２４日 バイク２台配置（寄贈 ホンダＣ５０）。 

１２月２５日 西部分署に査察車配置（寄贈 ホンダステップバン）。 

昭和５０年   ２月２８日 第２分団普通ポンプ車配置（いすゞＧ２０１ＦＡ）。 

７月２２日 元戸田市消防団副団長、富沢恒太郎氏、死没叙勲、勲六等単光旭日章受章。 

８月 １日 消防本部次長斎藤初雄氏市長部局出向、市長部局から消防本部次長に小川孝孔氏就任

する。 

１２月２３日 広報連絡車配置（寄贈 ニッサンブルーバードＵバン）。消防職員定数８４名。 

昭和５１年   ３月 ２日 救助艇用エンジン２台配置（トーハツＢ１８Ｃ型１２ＰＳ）。 

３月１０日 消防用サイレン吹鳴装置設置（第２分団）。 

１０月１０日 消防用サイレン吹鳴装置設置（第４分団、第７分団）。 

１１月３０日 消防本部に非常用発電機設置（ＰＤＧ－４０ 出力３５ＫＶＡ ２００Ｖ）。 

１２月 １日 救急車更新（ニッサンキャラバン）。 

１２月１３日 広報連絡車配置（ニッサンキャラバン）。 

１２月２２日 消防職員定数９８名。 

１２月２４日 連絡車配置（寄贈 ホンダシビックバン）。 

昭和５２年   ３月３０日 西部分署にバイク配置（ホンダＣ５０）。 

８月    集中豪雨に見舞われる（床上浸水１７、床下浸水１７７、道路冠水１２０）。 

８月１８日 第４分団中町宿舎増築（木造２階建３４.６４㎡）。 

１０月１４日 戸田南小学校火災（１教室焼失）。 

１１月３０日 西部分署に広報連絡車配置（ニッサンブルーバード）。 

１２月２３日 本署に化学車配置（三菱ＦＫ－１１５Ｆ型）。 

１２月２４日 超短波無線移動局３局増設（ニッサンブルーバード、ホンダシビックバン、化学車）。 

昭和５３年   １月３０日 １１９番同時録音装置設置。 

１月３１日 西部分署に非常用発電機設置（ＺＸ－７５Ｐ３ＢＳ出力６５ＫＶＡ２００Ｖ）。 

２月２５日 消防用サイレン吹鳴装置設置（第３分団、第５分団）。 

４月２９日 消防長、神保湖之吉氏、勲五等双光旭日章受章。 

９月 １日 資機材運搬車配置（寄贈 三菱トラック）。 

９月２６日 消防職員定数１１５名。 

昭和５４年   １月１７日 消防用サイレン吹鳴装置設置（西部分署）。 

３月１３日 救急車更新（トヨタハイエース）。 

３月２９日 救助工作車配置（いすゞＦＣＲ－３７０型）。 

４月１５日 消防長神保湖之吉氏退任。 

７月 １日 戸田市消防長に廣田米雄氏就任する。 
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８月１８日 消防署指揮車更新（三菱Ｊ３６型）。 

１１月 ３日 元戸田市消防団副団長、細野義信氏、勲六等瑞宝章受章。 

昭和５５年   ２月１２日 消防署水槽付ポンプ車更新（いすゞＦＣＲ－３７０型）。 

       ３月 ５日 消防庁長官より表彰旗を受賞 戸田市消防本部・戸田市消防団 

３月２８日 消防署に訓練塔（鉄骨Ａ塔Ｈ＝１７ｍ、Ｂ塔Ｈ＝１０ｍ）及び車庫（鉄骨スレート平

屋建１１９.６４㎡）落成。 

４月 １日 消防本部次長小川孝孔氏市長部局出向。 

５月２９日 消防本部司令車更新（トヨタクラウン）。 

１０月１３日 西部分署に水槽付消防ポンプ自動車配置（いすゞＦＣＲ－３７０型）。 

１１月２９日 第４分団普通ポンプ車更新（ニッサンＪ－ＦＧ１６０型）。 

昭和５６年   ３月２５日 西部分署増築工事落成（鉄骨２階建１６９.９８㎡）。 

１０月３０日 消防署に救急５号車配置（寄贈 ニッサンキャラバン）。 

１１月２７日 消防署に救助艇配置（船体ヤマハＰ－１７ＣＲＤＸ．エンジンヤマハ５５ＢＥＬ）。 

１１月３０日 消防署救急１号車更新（ニッサンキャラバン）。 

昭和５７年   ７月２０日 「救急の日（９月９日）」及び「救急医療週間」が制定される。 

９月１２日 戸田市少年消防クラブ発足（５６名）。 

９月２７日 戸田市消防団条例一部改正、消防団員定数「１０３人から９４人に」 

１２月１５日 消防本部査察車更新（三菱ミニキャブ）。 

１２月１７日 西部分署に水槽付消防ポンプ自動車配置（いすゞＫ－ＳＤＲ３７０型）。 

昭和５８年   ２月２８日 第３分団普通ポンプ車更新（いすゞＴＬＤ４６型）。 

３月３０日 第２分団詰所兼新曽宿舎新築（鉄骨ＡＬＣ造２階建１２８.８８㎡）。 

１１月１０日 第１分団普通ポンプ車更新（三菱Ｐ－ＦＥ１４４Ｂ型）。 

１１月１６日 消防本部査察車更新（ニッサンダットサンバン）。 

１１月２９日 換地処分により、西部分署の地番が戸田市笹目５丁目９番地の１となる。 

１２月 １日 戸田市防火基準適合表示要綱施行。 

１２月１７日 消防署に大型水槽車配置（ニッサンディーゼルＫ－ＣＶ４５Ｌ型）。 

可搬ポンプ積載車更新（いすゞＰ－ＫＴ２６型）。 

１２月２３日 消防本部に連絡車配置（寄贈 トヨタスターレット）。 

昭和５９年   ５月３１日 消防本部にバイク配置（寄贈 スズキジェンマ）。 

１１月 ３日 元戸田市消防団第５分団長、高橋森造氏、勲六等単光旭日章受章。 

１１月２７日 消防本部広報連絡車更新（財団法人日本防火協会より寄贈 トヨタハイエース）。 

１１月２９日 西部分署救急３号車更新（トヨタハイエース）。 

昭和６０年   ２月 ８日 西部分署にバイク配置（ホンダタクトフルマーク）。 

３月２７日 救急波複信用設置（基地局１、移動局４）。 

３月２８日 第５分団及び第６分団普通ポンプ車更新（三菱Ｐ－ＦＥ１４４Ｂ型）。 

９月３０日 埼京線開通。 

１１月 ３日 元戸田町消防団副団長、駒崎嘉一郎氏、勲六等単光旭日章受章。 

１２月 ２日 西部分署広報連絡車更新（トヨタコロナ）。 

昭和６１年   ２月 ６日 消防本部消防総合通信指令システム（Ⅱ型）更新。 

３月２８日 消防署水槽付ポンプ自動車更新（三菱Ｐ－ＦＫ４１６Ｆ型）。 

４月２３日 消防本部に庶務連絡車配置（寄贈 ニッサンサニー）。 

５月２８日 消防本部司令車更新（トヨタクラウン）。 

昭和６２年  ３月２５日 第３分団詰所兼本町宿舎新築（鉄骨ＡＬＣ造２階建１３２.７５㎡）。 

４月３０日 戸田市消防団長、小山徳次氏退団する。 

５月 １日 戸田市消防団長に武内福男氏就任する。 

８月 １日 消防本部署機構改革実施。 

９月 ４日 消防テレホンサービス、地図検索装置新設。 

９月１６日 「１１９番の日（１１月９日）」が制定される。 

１１月３０日 第７分団普通ポンプ車更新（三菱Ｐ－ＦＥ３３５Ｄパワーゲート付）。 

昭和６３年   １月１０日 戸田市自治体消防制度発足４０周年記念式典。 

３月３１日 第４分団詰所兼中町宿舎新築（鉄骨ＡＬＣ造２階建１３４.８２㎡）。 

戸田市消防長廣田米雄氏退職。 

５月 １日 戸田市消防長に秋元金一郎氏就任する。 

９月 ６日 西部分署資材運搬車更新（三菱Ｐ－ＦＥ３０５Ｂパワーゲート付）。 

平成元年   ３月３０日 消防署に救急６号車配置（寄贈 ニッサンキャラバン）。 

３月３１日 第６分団詰所兼笹目宿舎新築（鉄骨ＡＬＣ造２階建１３５.２８㎡）。 

６月２８日 消防本部新庁舎起工式。 

９月１６日 戸田市消防訓制定。 
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１０月 ５日 西部分署に１５ｍ梯子車配置（三菱ＦＫ４１７Ｅ型）。 

１１月 ３日 元戸田市消防本部警防課長、須永實氏、勲六等単光旭日章受章。 

１１月１３日 消防署指揮車更新（ニッサンローレル）。 

１１月１７日 全国火災予防運動の実施期間の見直し。 

春季全国火災予防運動３月１日～３月７日。 

秋季全国火災予防運動１１月９日～１１月１５日。 

１２月１３日 消防署化学車更新（三菱Ｐ－ＦＫ４１７型）。 

平成２年     ３月３１日 戸田市消防長秋元金一郎氏退職。 

３月３１日 消防団員の定年制を導入する。 

４月２９日 元戸田市消防団副団長、細田善七氏、勲六等単光旭日章受章。 

５月 １日 戸田市消防長に山岡茂夫氏就任する。 

９月３０日 消防本部新庁舎竣工。 

１１月 １日 消防本部新庁舎業務開始。 

消防署東部分署発足。 

１１月２７日 首都高速道路開通（戸田南ランプ～高島平ランプ）。 

１２月 ６日 消防本部新庁舎落成式。 

市民防災教室公開。 

１２月１８日 第２分団普通ポンプ車更新（三菱Ｕ－ＦＥ３３７Ｂパワーゲート付）。 

平成３年   ３月３１日 戸田市消防団長、武内福男氏退団する。 

４月 １日 戸田市消防団長に秋元利夫氏就任する。 

４月２３日 救急救命士法（法律第３６号）が公布される。 

９月１８日 台風１８号による集中豪雨。（床上浸水４３、床下浸水８９、河川溢水５、道路冠水７

１）。 

１０月１４日 消防署梯子車更新（３５ｍ・三菱Ｕ－ＦＵ４１６Ｎ）。 

１２月２４日 消防署水槽付ポンプ自動車更新（日野Ｕ－ＧＤ３ＨＧＡ改）。 

平成４年   ２月２０日 西部分署救急３号車更新（トヨタハイエース）。 

３月３１日 戸田市消防団長、秋元利夫氏退団する。 

４月 １日 戸田市消防団長に石田昭三氏就任する。 

４月２３日 消防本部に庶務連絡車配置（寄贈 ホンダレジェンド）。 

１０月３０日 消防本部査察車更新（ニッサンラルゴバン）。 

１１月 １日 高速道路救急隊発足。 

１１月２７日 東京外環自動車道路開通（三郷～和光）。 

平成５年   １月１８日 消防署に救急車配置（寄贈 トヨタハイエース）。 

２月１７日 消防署に救助工作車更新（日野Ｕ－ＧＤ３ＨＧＡＡ改）。 

３月２９日 東部分署救急２号車更新（ニッサンキャラバン）。 

３月３１日 戸田市消防長山岡茂夫氏退職。 

３月３１日 戸田市消防団長、石田昭三氏退団する。 

４月 １日 戸田市消防団長に金子富男氏就任する。 

消防職員定数 １３９名。 

５月 １日 戸田市消防長に恩田祐二氏就任する。 

９月 １日 七都県市合同防災訓練が埼玉会場として戸田市において開催される。 

１０月２９日 消防本部査察車更新（トヨタカローラ１５００バン）。 

１１月 ３日 元戸田市消防団長、武内福男氏、勲五等瑞宝章受章。 

１１月 ５日 第４分団普通ポンプ車更新（三菱Ｕ－ＦＥ３３７Ｂパワーゲート付）。 

１１月２９日 戸田市自治体消防制度発足４５周年記念式典。 

平成６年   ３月３１日 戸田市消防長恩田祐二氏退職。 

５月 １日 戸田市消防長に瀬川岩男氏就任する。 

７月２１日 第５分団詰所兼宿舎及び単身者用宿舎（川岸宿舎）新築（鉄骨ＡＬＣ造２階建２４６．

７９１㎡）。 

１１月１１日 西部分署普通ポンプ車更新（三菱ＦＫ６１８Ｅ）。 

平成７年   １月１７日 阪神淡路大震災発生。 

３月１５日 第７分団詰所兼消防職員待機宿舎新築（鉄骨ＡＬＣ造２階建１３９.４８㎡）。 

９月 ５日 災害支援車導入に伴い、消防庁の緊急消防援助隊の登録に基づき緊急消防援助隊登録。 

９月２５日 消防本部火災現場指揮車更新 （ニッサンＥ－ＦＥＧＥ２４）。 

平成８年   ２月 ７日 災害支援車配置（日野ＫＣ－ＦＴ１ＪＨＢＡ）。 

３月１５日 災害救助工作車配置（日野ＫＣ－ＦＴ１ＪＨＢＡ）。 

３月２６日 東部分署旧庁舎解体・車庫新設（鉄骨ＡＬＣ建１階２７０㎡）、車庫シャッターに防火

イラスト画を採用する。 
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３月２９日 緊急消防援助隊要綱（平成７年１０月３１日施行）に規定する埼玉県の緊急消防援助

隊編成に後方支援部隊として、戸田市１隊登録される。 

５月２８日 広報連絡車更新（ニッサンＥ－ＫＡＪＣ２３）。 

１１月 １日 東部分署水槽付ポンプ自動車増車（水１,５００ｌ）。 

１１月 ３日 元戸田市消防団第３分団長、小山伊三郎氏、勲六等瑞宝章受章。 

１２月２７日 消防本部司令車更新（トヨタクラウンＥ－ＪＺＳ１５１）。 

平成９年   ３月２６日 戸田市少年消防クラブ、全国少年消防クラブ運営指導協議会より優良少年消防クラブ

表彰旗を授与される。 

３月３０日 第１分団詰所兼災害待機所新築（鉄骨ＡＬＣ造２階建１６３．１４㎡）。 

３月３１日 戸田市消防団長、金子富男氏退団する。 

４月 １日 戸田市消防団長に大貫清明氏就任する。 

４月２９日 元戸田市消防団長、秋元利夫氏、勲六等単光旭日章受章。 

６月 １日 戸田市応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱を施行する。 

９月２４日 市議会に広域行政等推進特別委員会設置、委員１２名。 

９月３０日 西部分署災害支援用品保管庫兼車庫新築（１００㎡）。 

１１月 ３日 元戸田市消防団長、石田昭三氏、勲六等単光旭日章受章。 

１１月１９日 西部分署指揮車更新（マツダＥ－ＧＶ８Ｗ ＳＸ）。 

１１月２７日 西部分署水槽付ポンプ自動車更新（日野ＫＣ－ＦＤ１ＪＥＢＡ ｵ-ﾄ T/M）。 

平成１０年  １月２４日 第３分団普通ポンプ車更新（三菱ＫＣ－ＦＥ５６８Ｂ改）。 

３月２０日 消防無線機基地局等改修、全国共通波２波増波する。 

３月３０日 斎藤純忠氏、６期２４年市長を勤め引退する。 

３月３１日 戸田市長に神保国男氏就任する。 

４月２９日 元戸田市消防副団長、奥墨良治氏、勲六等単光旭日章受章。 

５月 １日 戸田市消防署組織規程の一部改正により救助隊が東部分署へ。 

５月１８日 高速埼玉大宮線、戸田市美女木と与野市与野の８㎞区間開通する。 

６月 ６日 荒川左岸水害予防組合水防演習、彩湖・道満グリーンパークにて行われる。 

９月３０日 和光市消防本部の組合移行に伴い、和光市との消防相互応援協定締結廃止。 

１０月２２日 第１分団普通ポンプ自動車更新（三菱ＫＣ－ＦＥ５６８Ｂ改）。 

１０月２８日 可搬ポンプ積載車更新（いすゞＫＣ－ＮＰＲ７０ＬＹＲ）。 

平成１１年  ３月１２日 高規格救急自動車導入（トヨタＧＢ－ＶＣＨ３２Ｓ）。 

４月 １日 戸田市行政手続条例施行。 

５月 １日 高規格救急自動車運用開始。 

６月 １日 高規格救急自動車への救急医療機関体験試乗実施。 

８月 １日 戸田市情報公開条例、戸田市個人情報保護条例施行。 

８月 １日 正午のサイレン吹鳴中止。 

１１月１２日 資機材運搬車更新（三菱ＫＫ－ＦＥ５０ＥＢ）。 

１１月２４日 小型動力ポンプ付水槽車更新（日野ＫＣ－ＦＲ２ＰＬＥＡ）。 

平成１２年  ３月３１日 戸田市消防団長、大貫清明氏退団する。 

４月 １日 戸田市消防団長に春山庄一郎氏就任する。 

５月２４日 県防災航空隊の協力による患者搬送訓練を実施する。 

６月２３日 患者等搬送事業者の第１号を認定する。 

７月１４日 関東地区救助技術指導会が戸田市で開催される。 

７月１９日 戸田市建設業協会より可搬式消防ポンプ（シバウラＳＦ６５６Ｍ）を寄贈される。 

１０月３０日 第５分団普通ポンプ自動車更新（三菱ＫＫ－ＦＥ５３ＥＢ改）。 

１０月３０日 第６分団普通ポンプ自動車更新（三菱ＫＫ－ＦＥ５３ＥＢ改）。 

平成１３年  ３月３１日 戸田市消防長、瀬川岩男氏退職する。 

３月３１日 戸田市消防団長、春山庄一郎氏退団する。 

４月 １日 戸田市消防長に長谷川明邦氏就任する。 

４月 １日 戸田市消防団長に杉崎繁雄氏就任する。 

４月 １日 組織機構の改正による主幹制の全面実施。 

平成１４年  １月 ８日 本署水槽付ポンプ自動車更新（三菱ＫＫ－ＦＫ６１ＨＥ改）。 

       ３月 ４日 東部分署高規格救急自動車更新（トヨタＧＥ－ＶＣＨ３２Ｓ）。 

       ３月３１日 戸田市消防団長、杉崎繁雄氏退団する。 

       ４月 １日 戸田市消防団長に萩原正秋氏就任する。 

       ４月 １日 戸田市消防署組織規程の一部改正により、本署、東部分署、西部分署の消防力の平均 

             化と、消防署組織の規模に応じた指揮命令系統の見直しを実施。 

４月２９日 元戸田市消防団長、金子富男氏、勲五等瑞宝章受章。 

６月 １日 荒川左岸水害予防組合水防演習、彩湖・道満グリーンパークにて行われる。 
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平成１５年  ２月 １日 消防緊急通信指令システム更新。 

       ３月 ６日 西部分署高規格救急自動車更新（トヨタＴＣ－ＶＣＨ３２Ｓ）。 

       ３月３１日 戸田市消防長、長谷川明邦氏市長部局出向。 

       ４月 １日 戸田市消防長に堀内正夫氏就任する。 

       ５月３０日 庶務連絡車更新（マツダＵＡ－ＤＹ３Ｗ）。 

       ６月１２日 元戸田市消防団長、小山徳次氏、死没叙勲、勲五等双光旭日章受章。 

８月１５日 戸田市火災予防査察規程、戸田市火災予防違反処理規程を施行する。 

      １１月 ４日 第７分団普通ポンプ自動車更新（いすゞＫＲ－ＮＫＲ８１ＧＮ）。 

平成１６年  ３月３１日 戸田市消防長、堀内正夫氏退職する。 

       ４月 １日 戸田市消防長に中村善太郎氏就任する。 

       ４月 １日 消防組織法改正により、緊急消防援助隊が法制化され施行となる。 

       ９月１７日 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（法律第１１２条）が

施行される。 

      １０月２３日 新潟県中越地震発生。 

      １０月２４日 緊急消防援助隊後方支援部隊として新潟県小千谷市に派遣。 

平成１７年  ２月２８日 西部分署庁舎耐震補強工事が完了する。 

       ３月３１日 戸田市消防長、中村善太郎氏退職する。 

       ３月３１日 戸田市消防団長、萩原正秋氏退団する。 

       ４月 １日 戸田市消防長に川端嘉治氏就任する。 

       ４月 １日 戸田市消防団長に大沼一哉氏就任する。 

       ４月２９日 元戸田市消防副団長、永井日出男氏、春の叙勲瑞宝単光章受章。 

       ４月２９日 元戸田市消防司令、奥墨富雄氏、第４回危険業務従事者叙勲瑞宝単光章受章。 

       ６月２５日 荒川左岸水害予防組合水防演習、彩湖・道満グリーンパークにて行われる。 

      １１月 ３日 元戸田市消防司令、木村通氏・坂田肇氏・荘野精康氏、第５回危険業務従事者叙勲瑞

宝単光章受章。 

      １１月１０日 消防署指揮車更新（トヨタＣＢＡ－ＡＺＴ２４１Ｗ）。 

平成１８年  ２月 ８日 本署高規格救急自動車更新（トヨタＴＣ－ＶＣＨ３２Ｓ）。 

       ２月１０日 消防本部査察車更新（ニッサンＴＣ－ＳＫ８２ＶＮ）。 

３月３１日 戸田市消防長、川端嘉治氏退職する。 

       ４月 １日 戸田市消防長に森茂善一氏就任する。 

       ４月２９日 元戸田市消防団長、春山庄一郎氏、春の叙勲瑞宝単光章受章。 

       ４月２９日 元戸田市消防司令、原島勝征氏、第６回危険業務従事者叙勲瑞宝単光章受章。 

      １０月 １日 戸田市市制施行４０周年記念式典が行われる。 

１０月１８日 消防署東部分署指揮車更新（マツダＤＢＡ－ＤＹ５Ｗ）。 

      １０月２０日 戸田市予防技術資格者認定運用要綱を施行する。 

      １０月２５日 第２分団普通ポンプ自動車更新（いすゞＰＢ－ＮＫＲ８１Ｎ）。 

平成１９年  ３月３１日 戸田市消防長、森茂善一氏退職する。 

３月３１日 戸田市消防団長、大沼一哉氏退団する。 

４月 １日 戸田市消防長に石井敏道氏就任する。 

       ４月 １日 戸田市消防団長に飯島義男氏就任する。 

４月２９日 元戸田市消防団長、杉﨑繁雄氏、春の叙勲瑞宝単光章受章。 

７月１３日 元戸田市消防団長、大貫清明氏、死没叙勲、瑞宝単光章受章。 

      １１月２６日 東部分署水槽付ポンプ自動車更新（ニッサンＢＤＧ－ＬＫ３６Ｃ改）。 

      １２月 ７日 化学車更新（ニッサンＢＤＧ－ＬＫ３６Ｃ改）。 

１２月２１日 東部分署庁舎耐震補強工事が完了する。 

平成２０年  ３月 ７日 戸田市少年少女消防クラブ、財団法人日本防火協会より優良少年少女消防クラブとし

て表彰される。 

３月３１日 戸田市消防団長、飯島義男氏退団する。 

       ４月 １日 戸田市消防団長に林魂明氏就任する。 

       ６月２８日 荒川左岸水害予防組合水防演習、彩湖・道満グリーンパークにて行われる。 

      １１月１４日 本署高規格救急自動車更新（トヨタＣＢＦ－ＴＲＨ２２６Ｓ）。 

平成２１年  １月１５日 消防署救助工作車更新（日野ＢＤＧ－ＧＤ７ＪＧＷＡ改）。 

３月３１日 戸田市消防団長、林魂明氏退団する。 

       ４月 １日 戸田市消防団長に秋元德夫氏就任する。 

       ４月２９日 元戸田市消防団第２分団長、熊木清高氏、春の叙勲瑞宝単光章受章。 

１０月１５日 第４分団普通ポンプ自動車更新（日野ＢＤＧ－ＸＺＵ３３４Ｍ）。 

１０月１９日 消防本部査察車更新（マツダＤＢＡ－ＣＣＥＦＷ）。 

      １１月 ３日 元戸田市消防団長、萩原正秋氏、秋の叙勲瑞宝単光章受章。 
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      １２月１１日 消防署梯子車更新（１５ｍ・日野ＢＤＧ－ＧＤ７ＪＧＷＡ改）。 

平成２２年  ２月 ２日 東部分署高規格救急自動車更新（トヨタＣＢＦ－ＴＲＨ２２１Ｓ）。 

       ３月３１日 戸田市消防長、石井敏道氏退職する。 

       ４月 １日 戸田市消防長に小池佳且氏就任する。 

       ６月１０日 元戸田市消防司令長、蓮沼義雄氏、死没叙勲、瑞宝双光章受章。 

      １１月 ３日 元戸田市消防監、瀬川岩男氏、元戸田市消防司令長、水村廣氏、第１５回危険業務従

事者叙勲瑞宝双光章受章。 

      １２月 １日 消防署水槽付ポンプ自動車更新（日野ＢＤＧ－ＧＤ７ＪＧＷＡ改）。 

      １２月１５日 東部分署サイレン吹鳴装置更新工事が完了する。 

平成２３年  １月１４日 西部分署高規格救急自動車更新（トヨタＣＢＦ－ＴＲＨ２２１Ｓ）。 

       ３月１１日 東日本大震災発生。 

       ３月２６日 緊急消防援助隊後方支援部隊として福島県（本宮市、福島市）に派遣（５月４日まで）。 

       ６月２５日 荒川左岸水害予防組合水防工法実技訓練、彩湖・道満グリーンパークにて行われる。 

       ９月 ５日 東部分署梯子車更新（３５ｍ・ＬＤＧ－ＦＲ１ＡＰＢＡ）。 

      １１月 ３日 元戸田市消防副団長、植野忠義氏、秋の叙勲瑞宝単光章受章。 

平成２４年  １月２４日 消防署指揮車更新（トヨタＣＢＦ－ＴＲＨ２２６Ｓ）。 

       ３月１６日 消防署災害支援車更新（いすゞＳＤＧ－ＦＲＳ９０Ｓ１）。 

       ３月３１日 戸田市消防団長、秋元德夫氏退団する。 

       ４月 １日 戸田市消防団長に野島政雄氏就任する。 

       ４月２９日 元戸田市消防団長、大沼一哉氏、春の叙勲瑞宝単光章受章。 

      １１月 ３日 元戸田市消防団第６分団長、栗原清氏、秋の叙勲瑞宝単光章受章。 

      １２月 ３日 東部分署水槽付ポンプ自動車更新（日野ＳＤＧ－ＧＤ７ＪＧＡＡ改）。 

平成２５年  ３月３１日 戸田市消防長、小池佳且氏退職する。 

       ４月 １日 戸田市消防長に矢口弘氏就任する。 

４月２９日 元戸田市消防司令長、小林洋一氏、第２０回危険業務従事者叙勲瑞宝双光章受章。 

      １１月 ３日 元戸田市消防監、堀内正夫氏、第２１回危険業務従事者叙勲瑞宝双光章受章。 

      １２月 ２日 第３分団普通ポンプ自動車更新（日野ＴＫＧ－ＸＺＵ６４０Ｍ）。 

１２月 ２日 消防署水槽付ポンプ自動車更新（日野ＳＤＧ－ＧＸ７ＪＧＡＡ改）。 

平成２６年  １月２１日 消防署高規格救急自動車更新（トヨタＣＢＦ－ＴＲＨ２２６Ｓ）。 

３月３１日 戸田市消防長、矢口弘氏退職する。 

       ３月３１日 戸田市消防団長、野島政雄氏退団する。 

４月 １日 戸田市消防長に森谷精太朗氏就任する。 

       ４月 １日 戸田市消防団長に石井義和氏就任する。 

４月２９日 元戸田市消防司令、小山修司氏、第２２回危険業務従事者叙勲瑞宝単光章受章。 

６月２８日 荒川左岸水害予防組合水防演習、彩湖・道満グリーンパークにて行われる。 

      １０月 ８日 第１分団普通ポンプ自動車更新（日野ＴＫＧ－ＸＺＵ６４０Ｍ）。 

      １１月 ３日 元戸田市消防団長、飯島義男氏、秋の叙勲瑞宝単光章受章。 

平成２７年  ２月２３日 高機能消防指令システム及び消防救急デジタル無線システムが運用開始。 

３月１３日 小型動力ポンプ付水槽車更新（日野ＱＰＧ－ＦＲ１ＡＰＥＡ）。 

３月３１日 戸田市消防団長、石井義和氏退団する。 

       ４月 １日 戸田市消防団長に針替一浩氏就任する。 

       ４月 １日 高機能消防指令センター運用開始（消防無線のデジタル化）。 

       ４月 １日 戸田市消防署組織規程の一部改正により、３交代制（３部制）を実施。 

       ４月 １日 戸田市消防団条例を、機能別消防団の導入、団員定数を「９４人から１２４人」に、

入団資格を市内在住・在勤の「１８歳から５５歳未満」に、「休団制度」の導入、日額

費用弁償の増額「2,800 円から 3,500 円」に加算支給にと一部改正を実施。 

       ４月 １日 戸田中央総合病院において派遣型救急ワークステーションの設置。 

       ４月 ２日 元戸田市消防団長、野島政雄氏、死没叙勲、瑞宝単光章受章。 

       ４月２９日 元戸田市消防監、中村善太郎氏、第２４回危険業務従事者叙勲瑞宝双光章受章。 

４月２９日 元戸田市消防団長、林魂明氏、春の叙勲瑞宝単光章受章。 

７月 １日 機能別消防団員が誕生。（１２名） 

       ９月 ９日 戸田市消防団機能別分団発足。 

１１月 ３日 元戸田市消防副団長、熊木勝氏、秋の叙勲瑞宝単光章受章。 

      １１月１７日 日本消防協会より消防団防災学習・災害活動車両（ＣＢＦ－ＴＲＨ２２６Ｋ）が寄贈

される。 

平成２８年  １月１５日 消防署高規格救急自動車更新（トヨタＣＢＦ－ＴＲＨ２２６Ｓ）。 

       ３月 ６日 戸田市消防団、消防庁長官から消防団等地域活動表彰を受賞。 

４月２９日 元戸田市消防監、川端嘉治氏、第２６回危険業務従事者叙勲瑞宝双光章、元戸田市消
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防司令、横山曻氏、第２６回危険業務従事者叙勲瑞宝単光章受章。 

       ４月２９日 元戸田市消防団第６分団長、峯岸榮一氏、春の叙勲瑞宝単光章受章。 

       ５月３０日 戸田市消防団長、針替一浩氏、埼玉県消防協会副会長・埼玉県消防協会第１ブロック

会長に就任する。 

      １０月 １日 戸田市市制施行５０周年記念式典が行われる。 

      １１月 ３日 元戸田市消防司令、浅香善正氏、第２７回危険業務従事者叙勲瑞宝単光章受章。 

平成２９年  ３月 １日 元戸田市消防団第６分団長、中村昭三氏、高齢者叙勲瑞宝単光章受章。 

       ３月 ３日 消防署資器材搬送車更新（日野ＴＫＧ－ＸＺＵ７７５Ｍ） 
４月２９日 元戸田市消防監、森茂善一氏、第２８回危険業務従事者叙勲瑞宝双光章。 

４月２９日 元戸田市消防司令、萩原正一氏、第２８回危険業務従事者叙勲瑞宝単光章受章。 

４月２９日 元戸田市消防団長、秋元德夫氏、春の叙勲瑞宝単光章受章。 

６月 １日 消防本部庁舎南側隣接地取得（756.59 平方メートル）。 

６月１９日 消防本部外壁及び屋上防水改修工事。 

６月２４日 荒川左岸水害予防組合水防演習（戸田市・彩湖道満グリーンパーク） 

平成３０年  ３月 １日 消防署資器材搬送車更新（日野ＴＫＧ－ＸＺＵ７７５Ｍ）。 

       ３月 ６日 消防署災害対応特殊水槽付消防ポンプ車更新（日野２ＫＧ－ＧＸ２ＡＢＡ）。 

３月３０日 神保国男氏、５期２０年市長を勤め引退する。 

３月３１日 戸田市長に菅原文仁氏就任する。 

３月３１日 戸田市消防団長、針替一浩氏退団する。 

       ４月 １日 戸田市消防団長に酒井久之氏就任する。 

       ４月 １日 戸田市消防表彰取扱要綱の改正。 

       ４月 １日 戸田市消防団条例を、入団資格を市内在住・在勤の「１８歳以上のもの」、基本団員の

定年を「６５歳」、班長以上の階級にある基本団員の定年を「７０歳」にと一部改正を

実施。 

       ４月２９日 元戸田市消防司令長、吉住達三氏、第３０回危険業務従事者叙勲瑞宝双光章受章。 

４月２９日 元戸田市消防司令、大泉信一氏・澤登正勝氏、第３０回危険業務従事者叙勲瑞宝単光

章受章。 

       ４月２９日 元戸田市消防副団長、荻野眞一氏、春の叙勲瑞宝単光章受章。 

       ５月３０日 元戸田市消防団団長、針替一浩氏、埼玉県消防協会副会長・埼玉県消防協会第１ブロ

ック会長を退任する。 

      １０月 １日 元戸田市消防団第１分団分団長、荘安右衛門氏、高齢者叙勲瑞宝単光章受章。 

１０月１６日 消防署高規格救急自動車更新（トヨタＣＢＦ－ＴＲＨ２２６Ｓ）。 

１１月 ３日 元戸田市消防司令、新井孝行氏・藤田信夫氏、第３１回危険業務従事者叙勲瑞宝単光 

章受章。 

 １１月 ３日 元戸田市消防団副団長、江口一雄氏、秋の叙勲瑞宝単光章受章。 

      １２月２７日 戸田市消防本部、埼玉県消防学校への救急車寄贈に伴い、埼玉県知事、上田清氏から

感謝状を贈呈される。 

平成３１年  ３月 ５日 公益財団法人日本消防協会会長より優良消防団として表彰旗を授与される。 

３月３１日 戸田市消防長、森谷精太朗氏退職する。 

       ４月 １日 戸田市消防長に栃本由兼氏就任する。 

令和元年   ５月２１日 元戸田市消防司令、庄野晴夫氏、第３２回危険業務従事者叙勲瑞宝単光章受章。 

       ７月１２日 無人航空機（ドローン）導入。 

      １０月 １日 水害対策資器材（水上バイク）導入。 

      １１月 ３日 元戸田市消防司令、荻野秀夫氏、第３３回危険業務従事者叙勲瑞宝単光章受章。 

      １１月 ３日 元戸田市消防団団長、石井義和氏、秋の叙勲瑞宝単光章受章。 

      １１月２２日 消防署高規格救急自動車更新（トヨタＣＢＦ－ＴＲＨ２２６Ｓ） 

      １２月１４日 戸田市消防団条例の一部改正、欠格条項の「成年被後見人又は被保佐人」を削除、免

職を懲戒免職に改める。 

令和２年   ３月３１日 戸田市消防団長、酒井久之氏退団する。 

       ４月 １日 戸田市消防団長、清水稔氏就任する。 

       ４月 １日 消防職員定数 １６８名。 

       ４月２９日 元戸田市消防監、石井敏道氏、第３４回危険業務従事者叙勲瑞宝双光章受章。 

       ４月２９日 元戸田市消防団分団長、金子一雄氏、春の叙勲瑞宝単光章受章。 

      １０月 ７日 第６分団普通ポンプ自動車更新（日野２ＲＧ－ＸＺＵ６４０Ｍ） 

      １１月 ３日 元戸田市消防司令、竹内秀幸氏、第３５回危険業務従事者叙勲瑞宝単光章受章。 

      １１月 ３日 元戸田市消防団副分団長、永井一夫氏、秋の叙勲瑞宝単光章受章。 

令和３年   ２月 ５日 消防署高規格救急自動車増車（トヨタ３ＢＦ－ＴＲＨ２２６Ｓ） 

       ２月２６日 東部分署庁舎改修工事。 
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       ３月３１日 戸田市消防長、栃本由兼氏退職する。 

       ４月 １日 戸田市消防長に再任用として栃本由兼氏就任する。 

       ４月２９日 元戸田市消防司令、加藤道夫氏、第３６回危険業務従事者叙勲瑞宝単光章受章。 

      １０月１５日 第５分団普通ポンプ自動車更新（日野２ＲＧ－ＸＺＵ６４０Ｍ） 

      １１月 ３日 元戸田市消防司令、嶋田忠雄氏、第３７回危険業務従事者叙勲瑞宝単光章受章。 

      １２月１７日 消防署高規格救急自動車増車（トヨタ３ＢＦ－ＴＲＨ２２６Ｓ） 

令和４年   ３月 ４日 戸田市消防本部人材育成基本方針策定。 

３月３１日 戸田市消防団長、清水稔氏退団する。 

       ３月３１日 戸田市消防長、栃本由兼氏再任用任期満了する。 

       ４月 １日 戸田市消防団長、矢﨑信二郎氏就任する。 

       ４月 １日 戸田市消防長に再任用として栃本由兼氏就任する。 

       ４月 １日 戸田市消防団条例の一部改正、出動報酬の創設、入団資格に在学者を追加する。 

      １１月 ３日 元戸田市消防監、小池佳且氏、第３９回危険物従事者叙勲瑞宝双光章受賞。 

      １１月 ３日 元戸田市消防団長、針替一浩氏、秋の叙勲瑞宝単光章受章。 

令和５年   ２月２８日 予防査察車更新（トヨタ５ＢＦ－Ｓ４０３Ｍ） 

       ３月３１日 戸田市消防長、栃本由兼氏再任用任期満了する。 

       ４月 １日 戸田市消防長に今井教雄氏就任する。 

       ４月３０日 戸田市消防長、今井教雄氏退任する。 

       ５月 １日 戸田市消防長に佐々木敏典氏就任する。 

      １０月 ５日 第７分団普通ポンプ自動車更新（トヨタ３ＢＦ－ＴＲＹ２３０改） 

      １１月 ３日 元戸田市消防監、矢口弘氏、第４１回危険物従事者叙勲瑞宝双光章受賞。 

      １１月 ３日 元戸田市消防団長、酒井久之氏、秋の叙勲瑞宝単光章受章。 

      １２月 ７日 消防署高規格救急自動車更新（トヨタ３ＢＦ－ＴＲＨ２２６Ｓ） 

令和６年   ３月３１日 戸田市消防団長、矢﨑信二郎氏退団する。 

       ４月 １日 戸田市消防団長、宇津野昌利氏就任する。 
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令和５年新規採用職員訓練査閲の様子 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



１．消防の予算

　主な事業として

・消防活動施設整備維持管理事業

・消防車両等整備維持管理事業

・消防庁舎・消防団施設管理事業

55,420,000 1,596,352 2.88 139,770 11,421 65,281 24,454

59,779,000 1,727,148 2.89 140,645 12,280 66,180 26,098

54,426,000 1,555,731 2.86 140,952 11,037 67,183 23,157

56,420,000 1,499,874 2.66 141,206 10,622 67,776 22,130

59,060,000 1,755,551 2.97 141,927 12,369 68,663 25,568

　令和５年度当初予算歳出額における消防費は１７億５，５５５万１千円が予算化され、消防車両の整備事業を
はじめとし、消防施設の充実を図り消防力の一層の強化と救急業務の向上を進めて行きます。

31

2

3

（円）

一世帯あたりの
消防費

（円）

世帯数

比率 市民一人あたり
の消防費

5

当初予算歳出額

（千円）

人 口

消防費

　年 度

　　　種 別

（％）

4

（千円）

9,500

10,000

10,500

11,000

11,500

12,000

12,500

13,000

1,340,000

1,380,000

1,420,000

1,460,000

1,500,000

1,540,000

1,580,000

1,620,000

1,660,000

1,700,000

1,740,000

1,780,000

1,820,000

1,860,000

1,900,000

31 2 3 4 5

円
千円

年度

消防費の推移
消防費（千円）

市民一人あたりの消防費（円）
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   出向　総務省消防庁　主任（１）

東部警防担当
副主幹（１）

東部警防担当
副主幹（１）

東部警防担当
副主幹（１）

第１，２，３，４，５，６，７分団
（総員８９）

機能別分団（総員１７）

   出向　防災航空センター　主任（１）

団長
副団長
(２)

消防第３課
課長

東部救急担当
副主幹（２）

担当
（５）

西部警防担当
副主幹（１）

担当
（５）西部警防担当

主幹（１）

西部救急担当
副主幹（１）

担当
（２）

東部警防担当
主幹（１）

指令指揮担当
主幹（１）

警防救助担当
副主幹（２）

担当
（６）

救急担当
副主幹（２）

担当
（４）

担当
（３）

西部警防担当
副主幹（１）

担当
（５）西部警防担当

主幹（１）

西部救急担当
副主幹（１）

担当
（２）

指令指揮担当
副主幹（３）

担当
（３）参事兼

署長
消防第２課

課長
東部警防担当
主幹（１）

東部救急担当
副主幹（２）

担当
（５）

指令指揮担当
副主幹（１）

担当
（１）

指令指揮担当
主幹（２）

警防救助担当
副主幹（２）

担当
（６）

救急担当
副主幹（２）

担当
（４）

東部救急担当
副主幹（２）

担当
（５）

西部警防担当
副主幹（１）

担当
（５）西部警防担当

主幹（１）

西部救急担当
副主幹（１）

担当
（２）

指令指揮担当
主幹（３）

警防救助担当
副主幹（２）

担当
（６）

救急担当
副主幹（２）

担当
（４）

市　　長 消 防 長
担当

（３）副参事兼
消防第１課

課長

東部警防担当
主幹（１）

担当
（２）

予防課長
担当

（２）

指令指揮担当
副主幹（２）

担当
（１）

副主幹
（１）

主幹
（１）

学識経験者（５）
消防関係者（３）

副主幹
（１）

担当
（１）

警防課長
主幹

（１）
副主幹
（１）

担当
（２）

２．消防組織
（１）組 織 図

令和５年４月１日現在

次長兼
総務課長

主幹
（１）

副主幹
（１）

担当
（１）

消 防 委 員 会
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（２）消防本部、消防署の事務分掌 

令和５年４月１日現在 

消

 
 

 
 

 

防

 
 

 
 

 

本

 
 

 
 

 

部 

総

 
 

務

 
 

課 

（１） 消防業務の企画及び調整に関すること。 

（２） 人事、服務、研修、福利厚生及び健康管理に関すること。 

（３） 文書及び公印に関すること。 

（４） 例規の制定及び改廃に関すること。 

（５） 消防広報及び広聴に関すること。 

（６） 消防情報及び統計に関すること。 

（７） 儀式及び表彰に関すること。 

（８） 消防委員会に関すること。 

（９） 消防団に関すること。 

（10） 消防施設の維持管理に関すること。 

（11） 物品の管理保管に関すること。 

（12） 貸与品等に関すること。 

（13） 他の課の所管に属さないこと。 

予

 
 

防

 
 

課 

（１） 火災予防の相談、指導及び広報に関すること。 

（２） 戸田市火災予防条例に関すること。 

（３） 火災の原因及び損害の調査等に関すること。 

（４） 火災によるり災証明に関すること。 

（５） 火災の統計に関すること。 

（６） 予防査察及び違反是正に関すること。 

（７） 防火管理者等の指導及び育成に関すること。 

（８） 建築確認の同意に関すること。 

（９） 防火対象物及び消防用設備等に関すること。 

（10） 危険物規制事務に関すること。 

（11） 危険物取扱者の指導及び育成に関すること。 

（12） 高圧ガス、液化石油ガス及び火薬類の許認可等に関すること。 

（13） 防火協力団体に関すること。 

警

 
 

防

 
 

課 
（１） 水火災及び地震等の災害対策に関すること。 

（２） 警防本部に関すること。 

（３） 消防部隊の運用及び演習に関すること。 

（４） 消防相互応援に関すること。 

（５） 消防水利施設の設置及び整備保全に関すること。 

（６） 宅地開発事業に係る消防上の指導に関すること。 

（７） 消防特別警戒等の企画立案に関すること。 

（８） 救急業務及び救助業務における企画立案に関すること。 

（９） 消防の用に供する車両及び機械器具に関すること。 

（10） 消防通信の運用及び消防部隊統制に関すること。 

（11） 消防通信施設及び気象観測装置の維持管理に関すること。 

（12） 消防無線局に関すること。 

（13） 救急隊員に関すること。 

（14） 救急搬送証明に関すること。 

（15） 救急医療機関等との連絡調整に関すること。 

（16） 消防情報支援システムの運用及び管理に関すること。 
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消

 
 

防

 
 

署 

（１） 消防署の庶務に関すること。 

（２） 火災の予防、警戒及び鎮圧に関すること。 

（３） 風水害、地震等の災害活動に関すること。 

（４） 火災の原因及び損害の調査に関すること。 

（５） 予防査察及び警防調査に関すること。 

（６） 少量危険物、指定可燃物、液化石油ガス等の火災予防措置に関すること。 

（７） 消防機械器具の保全に関すること。 

（８） 救急業務に関すること。 

（９） 救急医療機関との連絡に関すること。 

（10） 応急手当の普及推進に関すること。 

（11） 救助業務に関すること。 

（12） 消防訓練の指導に関すること。 

（13） 災害現場の指揮に関すること。 

（14） 警防計画に関すること。 

（15） 火災、救急その他災害に係る通報の受理及び出動指令に関すること。 

（16） 気象観測業務に関すること。 

（17） 火災警報及び気象情報等の収集及び伝達に関すること。 

（18） 災害通信記録等に関すること。 

（19） 消防部隊の訓練に関すること。 

 
 
 

（３）消防委員会（附属機関の所掌） 

①目的 

   本市における消防の十分なる発展に資し以って消防行政の円滑な運営をはかるために設置する。 

  ②審議事項 

消

防

委

員

会 

（１） 消防力の整備に関する事項。 

（２） 消防施設の改善に関する事項。 

（３） 消防職員及び消防団員の服務並びに待遇に関する事項。 

（４） その他消防行政の円滑な運営をはかるために必要な事項。 
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① 常備消防力

現 有 数 比　較

3 0

動力ポンプ 4 0

指揮車 1 1 0

はしご自動車 2 2 0

化学自動車 1 1 0

救急自動車(非常用を除く) 4 5 1

救助工作車(省令第４条) 1 0

特殊車両等 9 　　　　　　　　－

非常用消防自動車等 2 0

整備台数に対する人員 114 △ 22

専任の予防要員 7 △ 3

警防要員をもって充てる人員数 3 △ 1

通信員 9 △ 9

庶務の処理等の人員 18 0

② 非常備消防力

現 有 数 比　較

8 　　　　　　　　－

消防ポンプ車数(台) 7 7 0

手引・小型動力ポンプ数(口) 7 7 0

動力消防ポンプ数(口) 21 21 0

基本団員 条例定数　　94 89 △5

機能別団員 条例定数　　30 17 △13

人　員

区　　　　　　　分 算 定 数

分　　　　　団 　　（基準外）

動力消防
ポンプ

4

1

　　（基準外）

2

人
員

136

10

4

18

18

令和５年４月１日現在

３．現有勢力

（１）消防力の基準と現有

令和５年４月１日現在

区　　　　　　　分 算 定 数

署　　　　　所 3

消
防
車
両

急激な社会環境の変化に対応し、消防責任を担う市町村が的確にその役割を果たすことができるよう、
警防・予防・救急・救助等の各分野における消防力の充実強化、さらには他の部署や関係機関との連携
を視野に入れた防災・危機管理の観点を加味し、全国の消防力が着実に整備されるよう、平成１７年６
月１３日に「消防力の基準」が「消防力の整備指針」として改正されました。当市でも、できるだけこ
の指針で示された基準に達するよう消防車両、人員等の計画的な整備を進めています。
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（２）消防職員配置状況
令和５年４月１日現在

消 防 消 防 消 防 消 防 消 防 事 務

司令長 司 令 司令補 士 長 副士長 吏 員

168

2 2

総務課 1 2 1 1 5

予防課 2 1 1 3 7

警防課 2 1 2 5

消防署 1 1 2

消防第１課 5 12 8 8 9 42

消防第２課 5 11 10 5 10 41

消防第３課 4 12 7 10 8 41

2 2

1 20 39 30 24 30 3 147

（３）消防職員年齢調
令和５年４月１日現在

消 防 消 防 消 防 消 防 消 防 事 務 構成率

司令長 司 令 司令補 士 長 副士長 吏 員 (%)

4 4 2.7

1 19 20 13.6

11 6 17 11.6

3 9 12 24 16.3

12 18 1 31 21.1

1 12 3 16 10.9

12 8 20 13.6

7 1 1 9 6.1

1 1 1 3 2.0

3 3 2.0

1 20 40 30 24 29 3 147 100

平均

年齢

（４）消防職員勤続年数調
令和５年４月１日現在

消 防 消 防 消 防 消 防 消 防 事 務 構成率

司令長 司 令 司令補 士 長 副士長 吏 員 (%)

25 25 17.0

19 4 23 15.7

4 17 5 1 27 18.4

15 13 28 19.1

2 5 7 4.8

10 13 1 24 16.3

6 1 7 4.8

1 2 3 2.0

3 3 2.0

1 20 40 30 24 29 3 147 100

平 均

在職年数

37.7

合　　　計

１８才から２０才

２１才から２５才

２６才から３０才

３１才から３５才

３６才から４０才

４１才から４５才

４６才から５０才

５１才から５５才

６１才以上

５６才から６０才

階級
消防士

消防監 合 計

合計

消防士

実
　
　
　
員

本
部

署

出向（定数外）

所属

階級

定数

合 計
年数

５年未満

合 計
年齢層

消防監

５年以上１０年未満

階級
消防監 消防士

１０年以上１５年未満

１５年以上２０年未満

２０年以上２５年未満

合　　　計

15.2

２５年以上３０年未満

３０年以上３５年未満

３５年以上４０年未満

４０年以上

20



改　　定　　年　　月　　日

（ 条 例 施 行 年 月 日 ）

　昭和　40年　 4月　　1日 22  消防本部（署）発足

　　　　41年　 4月　　1日 4 26

　　　　41年　 9月　 27日 4 30

　　　　41年　10月　  1日 1 31  救急業務開始

　　　　43年　 4月　　1日 15 46  化学車配置

　　　　45年　 4月　  1日 3 49

　　　　45年　10月　　1日 21 70  西部分署開設

　　　　47年　10月　  9日 6 76  はしご車配置

　　　　48年　10月　  3日 5 81  通信指令室開設

　　　　50年　12月　 23日 3 84  救急隊員増員（編成基準適合）

　　　　51年　12月　 22日 14 98

　　　　53年　 9月　 26日 17 115  西部分署ポンプ自動車１台増強

　平成　 5年　 4月　  1日 24 139  分署消防力の増強

　令和　 2年　 4月　　1日 29 168  消防力の増強

令和５年４月１日現在  

（５）消防職員増員状況

改定数(人) 定数(人) 備　　　　　　　　考

0

5

10

15

20

25

30

4

20

17

24

31

16

20

9

3
3

人

≪年齢層別の職員数≫

消防監

0%
消防司令長

1%

消防司令

14%

消防司令補

27%消防士長

20%

消防副士長

16%

消防士

20%

事務吏員

2%

≪階級割合≫
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（６）職員の居住地状況

令和５年４月１日現在

1 17 14 12 14 14 72

1 3 23 17 9 15 68

1 2 1 1 1 1 7

3 20 39 30 24 30 1 147

（７）職員の免許等資格取得状況

令和５年４月１日現在

1 20 34 18 13 1 87

1 20 29 20 20 2 92

4 16 14 4 4 42

5 7 4 3 1 20

1 16 24 15 7 1 64

1 12 9 9 2 1 34

1 7 14 10 13 4 49

1 5 8 1 1 16

7 5 11 23

1 3 9 6 2 21

3 2 1 6

1 15 26 9 8 59

1 16 26 9 8 60

1 9 6 1 17

1 20 39 31 24 15 130

2 4 6

移動式ｸﾚｰ ﾝ（5t未満）

酸素欠乏危険作業主任者

特 殊 無 線 技 士

特定化学物質等作業主任者

ガ ス 溶 接 技 能

玉 掛 け 作 業 者

特 殊 小 型 船 舶 操 縦 士

潜 水 士

高 圧 ガ ス 保 安 責 任 者

職員数

消　防　吏　員　の　階　級

消防司令
消 防 監
消防司令長

戸田市内

消防司令補 消防士長 消防副士長

階級

地域別 消防士

消 防 監
消防司令長

消　防　吏　員　の　階　級

合　　計

県　　内

県　　外

階級

消防士消防司令

事務吏員

救 急 救 命 士

予 防 技 術 認 定 者

１級・２級・湖川２級
小 型 船 舶 操 縦 士

職員数

免　許
資格別

衛 生 管 理 者

衛 生 推 進 者

消防司令補 消防士長 消防副士長

大 型 免 許

救 急 科 課 程
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（単位：人）

　　　　　　　　　年　　度

　教 育 課 程

1006 951 16 18 21

総 本科 2 2

幹部科 6 2 2 1 1

合 上級幹部科 2 1 1

警防科 3 3

予防科 9 9

救助科 7 7

救急科 15 15

危険物科 1 1

0 0

危機管理セミナー（防災実務） 1 1

火災調査講習会 4 4

防災講習会 1 1

237 225 3 4 5

予防課程 24 24

危険物課程 10 10

査察課程（科） 26 24 1 1

火災調査課程（科） 28 26 1 1

警 警防課程（科） 38 35 1 1 1

防 無線通信課程 63 63

救 救急課程（科） 158 143 3 6 6

急 救急隊長課程 4 4

救 救助課程（科） 54 51 1 1 1

助 特殊災害課程（科） 10 8 1 1

27 27

幹 初級課程（科） 50 47 1 1 1

部 中級課程 14 14

上級幹部研修 5 5

幹部特別教育課程 20 17 1 1 1

警防・救助隊長特別教育課程 4 4

警防活動教育 13 11 1 1

実科指導員養成課程 21 21

はしご車等操作員教育 14 14

水難救助課程 12 12

実火災訓練指導者教育課程 5 2 1 1 1

20 19 1

34 34消防・救急緊急自動車運転技能者研修

講
習
等

　機　関　科

予
　
防

救  急  救  命  士  養  成  研  修（教育）

県
　
　
　
消
　
　
　
防
　
　
　
学
　
　
　
校

特
　
　
別

令和３年度累　計
平成30年度

以　前

　近年の社会経済情報にかんがみ、消防需要の専門化・高度化に伴う消防職員の資質向上が重要な課題とさ
れています。
　このため当市では、年間計画に基づき下表のように職員を入校させ、専門的知識及び技能等の習得に努め
ています。

令和４年度

      令和５年４月１日現在

令和２年度

総　　　　　　　　　　数

　初　任　教　育

消
　
防
　
大
　
学
　
校 　消防団活性化推進コース

４．職員教育

専

科
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５．消防相互応援協定     令和５年４月１日現在 

 
協 定 名  締結消防機関名  締 結 年 月 日  

近

隣 

戸田市 
さいたま市 

消防相互応援協定 さいたま市消防局 平成18年 9月20日 

川口市（川口市消防局） 
戸田市（戸田市消防本部） 

消防相互応援協定 川口市消防局 平成18年12月11日 

蕨 市（蕨市消防本部） 
戸田市（戸田市消防本部） 

消防相互応援協定 蕨市消防本部 昭和47年 7月21日 

戸田市 
朝霞地区一部事務組合 

消防相互応援協定 埼玉県南西部消防局 
当該名称は令和４年４月１日より 

平成18年 9月20日 

東京消防庁 
戸田市 

消防相互応援協定 東京消防庁 平成18年12月15日 

東京外環自動車道管内市間の 
消防相互応援協定 

東京消防庁・朝霞地区一部事務組合・草加八潮消防組合 
さいたま市・川口市・戸田市・三郷市 
松戸市・市川市・浦安市の各消防本部 

平成 4年11月27日 

県

下 

埼玉県下消防相互応援協定 県下市町村・消防の一部事務組合・消防 
を含む一部事務組合 

平成19年 7月 1日 

埼玉県防災ヘリコプター応援協定 県下市町村・消防の一部事務組合・消防 
を含む一部事務組合 

平成 3年 3月29日 
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令和４年度購入車両 予防査察車 
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１．消防施設概要 
（１）消防本部・消防署等施設の概要 

令和５年４月１日現在 

所属別 所  在  地 竣 工 年 月 日 構   造 
面  積（㎡） 

敷 地 延 床 

消 防 本 部 

消 防 署 

大字新曽 1875 番地の 1 平成 ２年 ９月３０日 
鉄骨鉄筋コンクリート造 

地下１階、地上６階、塔屋 
1,529.00 

3,652.26 

大字新曽宇芦原1873番2 平成２９年 ６月 １日 駐車場 756.00 

東 部 分 署 下前 1 丁目 14 番 20 号 

平成 ８年 ３月２５日 鉄骨平屋建て車庫 

2,138.77 

270.00 

昭和４８年 ７月３１日 鉄筋コンクリート３階建て 
487.96 

平成１９年１２月２１日 庁舎耐震補強改修工事実施 

昭和５５年 ３月２８日 鉄骨スレート平屋建て車庫 119.64 

平成 ５年 ３月１７日 
補強ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ平屋建て 

空気充填所 
17.40 

平成 ９年 ３月３１日 鉄骨平屋建て車庫 27.87 

平成 ９年 ３月３１日 鉄骨平屋建て自転車置場 11.62 

平成 ９年 ３月３１日 鉄骨平屋建て車庫 16.44 

昭和５５年 ３月２８日 
鉄骨訓練塔   Ａ塔 

        Ｂ塔 
96.00 

48.00 
平成１９年１２月２１日 Ａ塔耐震補強改修工事実施 

西 部 分 署 笹目 5 丁目 9 番地の 1 

昭和４６年 ８月３１日 鉄骨コンクリート３階建て 

1,555.81 

424.50 
平成１７年 ２月２８日 庁舎耐震補強改修工事実施 

昭和５６年 ３月２５日 鉄骨２階建て 169.98 

平成 ９年１０月 ６日 軽量鉄骨造平屋建て 100.00 

 
 
 
 

 

（２）消防団施設の概要 

令和５年４月１日現在 

分  団  名 所  在  地 竣 工 年 月 日 構 造 
面  積(㎡) 
敷地 延床 

第１分団兼災害待機所 下前 1 丁目 14 番 5 号 平成 ９年３月３０日 鉄骨２階建て 608.26 163.14 

第２分団兼職員待機宿舎 新曽南 2 丁目 12 番 27 号 昭和５８年３月３０日 鉄骨２階建て 151.92 128.88 

第３分団兼職員待機宿舎 本町 2 丁目 8 番 8 号 昭和６２年３月２５日 鉄骨２階建て 306.74 132.75 

第４分団兼職員待機宿舎 中町 1 丁目 21 番地の 1 昭和６３年３月３１日 鉄骨２階建て 312.72 134.82 

第５分団兼職員待機宿舎 川岸 2 丁目 6 番 18 号 平成 ６年７月２１日 鉄骨２階建て 556.23 234.97 

第６分団兼職員待機宿舎 笹目 3 丁目 8 番地の 6 平成 元年１月２３日 鉄骨２階建て 302.10 135.28 

第７分団兼職員待機宿舎 美女木 2 丁目 22 番地の 6 平成 ７年３月１５日 鉄骨２階建て 332.85 139.48 
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２．消防車両等の保有状況

大宮　800

そ　　497

大宮　800 R4年度

そ　　5632 更新

大宮  800

せ　  5475

大宮  830

ゆ　  119

大宮  503

ぬ　  3143

大宮  503

ね　  7678

大宮  400

ひ　　8654

大宮  800

せ　  7398

救 助 工 作 車 大宮  800

（Ⅱ型） は　  848

大宮　800

せ　　7529

水槽付ﾎﾟﾝﾌﾟ自動車 大宮  800 水1,500L(CAFS搭載)

（Ⅰ－Ｂ型） は　  1041 AED･応急処置ｾｯﾄ

水槽付ﾎﾟﾝﾌﾟ自動車 大宮  800 水1,200L

（ＣＤ－Ⅱ型） は　  922 応急処置ｾｯﾄ

は し ご 付 自 動 車 大宮  800

(３５ｍ) は　  963

大宮  830

さ　  2801

大宮  830

て　  2101

大宮  830

さ　  2601

大宮  302 R4年度

る　  3015 新規ﾘｰｽ

ノア

シエンタ

ＡＤバン

H25.12.02

R4.3.15

戸田水槽２

戸田支援１

中型

中型

AED･応急処置ｾｯﾄ

H23.09.05

普通 ハイエース

H22.12.01

日　野

CBF-
TRH226S

日　野中型

中型

大型 日　野戸田梯子１

戸田救急１

トヨタ

普通

普通

普通

日　野

戸田救急５

普通 トヨタ戸田指揮１

日産

トヨタ

戸田水槽１

トヨタ

戸田救助１

戸田救急７ 普通 トヨタ

指 令 車

指 揮 車

高規格救急自動車

連 絡 車

高規格救急自動車

高規格救急自動車

本
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
署

災 害 支 援 車

所
属

車 両 名 称

本
　
　
　
　
　
　
　
　
部

普通

種類

連 絡 車

連 絡 車

査 察 車

防 災 学 習 車

普通

普通連 絡 車

戸田指令２ 普通

CBF-
TRH226K

DBA-
CCEFW

査 察 車
5BF-
S403M

戸田予防２

型 式呼　称 車 名

戸田司令１ 普通

マツダ

トヨタ

戸田予防１ 普通 トヨタ

令和５年４月１日現在

H27.11.17

H21.10.19

備　　考登録番号 更新等登録年月日

R5.2.24

H17.11.10

H21.01.15

R3.12.10

H28.01.15

トヨタ

LDG-
FR1APBA

AED･応急処置ｾｯﾄ

トヨタ

トヨタ

SDG-
GX7JGAA
改

3BF-
TRH226S

CBF-
TRH226S

いすゞ

CBA-
AZT241W

BDG-
GD7JGWA
改

3BA-
TRH214W

R5.3.14

SDG-
FRS90S1

H24.03.16

H26.01.21
CBF-
TRH226S

R03.05.11

H24.01.24

Ｒ4.3.2

5BA-
NSP170G

5BF-
VY12

3BA-
ZRR80G

BDG-
GD7JGWA
改
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水槽付ﾎﾟﾝﾌﾟ自動車 大宮  800 水1,500L

（Ⅰ－Ｂ型） は　  801 AED･応急処置ｾｯﾄ

水槽付ﾎﾟﾝﾌﾟ自動車 大宮  800 水1,500L(CAFS搭載)

（Ⅰ－Ｂ型） は　  990 AED･応急処置ｾｯﾄ

は し ご 付 自 動 車 大宮  800

（１５ｍ) は　  875

戸田東部 大宮  800

積載１ そ　  1379

大宮  830

せ　  1801

大宮  830

ま　  2001

大宮  302

ぬ　  1113

大宮  800

る　  1158

化学ﾎﾟ ﾝ ﾌ ﾟ自動車 大宮  800 薬液300L･水1,300L

(Ⅰ型) は　  806 AED･応急処置ｾｯﾄ

水槽付ﾎﾟﾝﾌﾟ自動車 大宮  800 水1,500L(CAFS搭載)

（Ⅰ－Ｂ型） は　  1173 AED･応急処置ｾｯﾄ

水 槽 車 戸田 大宮  800 小型動力ﾎﾟﾝﾌﾟ付

(１０トン) タンク１ は　  1095 水10,000L

戸田西部 大宮  800

積載１ そ　  2045

大宮  830

す　  1901

大宮  800

せ　  1827

R03.02.05

つばめ１
特殊
小型
船舶

ヤマハ
MJ-VX
Cruiser
HO

R01.08.13

中型

呼　称

H19.12.07

H21.12.11

R01.08.08

トヨタ H30.10.16

登録年月日

普通 トヨタ
3BF-
TRH226S

H29.06.07 ハイエース

車 名

2KG-
GX2ABA

日　野

日　野

中型
日　産
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ

中型

戸田救急２

ボート
トレーラー

小型 SUNTREX

種類

BDG-
LK36C改

戸田救急６

日　産
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ

準
中型

戸田化学１

普通 トヨタ
CBA-
TRH214W

戸田梯子２

戸田東部１

中型戸田東部２

西
　
　
　
　
　
　
　
部

指 令 車

所
属

車 両 名 称

高規格救急自動車

水 上 バ イ ク

資 機 材 搬 送 車

資 機 材 搬 送 車

被 け ん 引 車

高規格救急自動車

高規格救急自動車

東
　
　
　
　
　
　
　
　
部

連 絡 車

QPG-
FR1APEA

BDG-
LK36C改

中型 日　野

更新等備　　考型 式

H19.11.26

CBF-
TRH226S

BDG-
GD7JGWA
改

H24.12.03

H30.03.06

SDG-
GD7JGAA
改

H30.03.01

H18.10.18戸田指令３
DBA-
DY5W

準
中型

大型

R01.11.22戸田救急３

H27.03.13

普通 トヨタ
CBF-
TRH226S

日　野

SA500

戸田西部１

H29.03.03

普通 マツダ

普通

日　野

日　野

TKG-
XZU775M

TKG‐
XZU775M

登録番号
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３．通信施設 
 
 多種多様化する災害や、救急出動件数の増加により消防隊・救急隊が現場に到着する所要時間は全国

的に見ても年々遅延傾向にあります。  
 この問題に対応すべく、消防車や救急車にＧＰＳ機能を搭載した車両端末装置を導入、高機能指令セ

ンターで情報を収集することにより最短で到着できる出動部隊を編成します。これにより、１１９番通

報から現場に到着するまでの時間短縮を図り、火災による被害の軽減と救急救命率の向上を目指します。 
 秘匿性の高い消防救急デジタル無線の導入により、搬送患者の個人情報など機密情報の保護が更に強

化されます。  
 また、デジタル通信により鮮明な音声通話や動画伝送が可能となり、素早く情報収集が図れます。  
 

（１） 通信系統図  

 
 
 
 
 

平成２７年３月１０日更新  
令和 ３年３月１５日更新  
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（１）１１９番(固定・携帯)電話受信状況

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 合  計

固定 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 5

携帯 1 3 0 3 4 2 1 2 0 2 3 2 23

固定 242 195 175 207 185 205 252 261 225 215 220 248 2,630

携帯 350 276 327 297 370 364 454 473 396 340 319 448 4,414

固定 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3

携帯 1 2 2 1 0 2 1 2 0 2 1 2 16

固定 3 1 1 1 3 4 2 1 2 2 1 0 21

携帯 6 6 4 10 4 8 5 9 7 6 7 6 78

固定 247 197 176 208 188 210 254 264 227 218 221 249 2,659

携帯 358 287 333 311 378 376 461 486 403 350 330 458 4,531

固定 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 5

携帯 0 2 0 0 0 4 0 2 3 5 0 0 16

固定 13 4 4 3 1 4 4 8 5 6 10 8 70

携帯 19 10 16 12 10 15 26 28 21 14 17 33 221

固定 1 0 1 3 2 0 0 0 1 1 1 0 10

携帯 8 0 5 11 5 5 5 5 4 6 7 5 66

固定 13 8 12 11 18 16 34 24 12 36 10 21 215

携帯 70 59 71 74 90 106 130 113 67 57 39 56 932

固定 0 4 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 9

携帯 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 1 1 7

固定 4 26 14 23 18 6 7 19 9 23 10 12 171

携帯 1 8 2 5 10 1 1 10 1 3 9 4 55

固定 17 6 6 10 14 14 27 16 9 11 4 20 154

携帯 54 37 32 37 47 57 57 44 33 35 34 20 487

固定 15 21 48 20 46 32 16 7 41 52 78 35 411

携帯 1 1 3 0 0 0 0 1 0 1 1 1 9

固定 4 0 0 3 1 0 2 4 0 0 2 4 20

携帯 9 1 2 0 0 3 1 5 5 2 4 5 37
他市転送 携帯 62 32 38 32 48 44 51 54 54 65 44 60 584

固定 315 266 262 281 290 283 344 343 304 351 336 349 3,724

携帯 582 437 504 483 589 612 732 748 591 538 486 643 6,945

897 703 766 764 879 895 1076 1091 895 889 822 992 10,669

204 164 160 165 175 184 196 221 206 203 226 217 2,321

549 536 422 615 592 541 3,255

（注）ＩＰ電話件数は119番固定局内の一局として扱われています。

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 合　計

29 23 31 18 23 29 44 35 29 12 21 25 319

2 5 2 2 3 1 3 4 2 1 1 2 28

90 47 50 49 51 45 64 76 61 39 53 72 697

26 29 36 24 31 33 45 46 29 35 47 31 412

5 3 8 5 4 4 6 3 3 1 5 8 55

0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3

152 107 127 98 112 112 163 164 126 88 127 138 1,514

26年 27年 28年 29年 30年 元年 2年 3年 4年 5年

4,250 4,257 3,912 3,890 3,914 4,061 3,414 3,335 3,603 3,724

3,135 3,531 3,716 3,936 4,074 4,586 4,420 4,845 5,975 6,945

7,385 7,788 7,628 7,826 7,988 8,647 7,834 8,180 9,578 10,669総件数

携帯電話

固定電話

年　別

そ の 他

（３）１１９番（固定・携帯）電話受信推移

(注)加入電話件数は携帯電話通報の東京消防庁からの転送件数も含みます。

計

４．１１９番受信状況

火災通報

転送受け

問
合
せ

火    災

通報訓練

加入電話

誤　  報

いたずら

駆け付け

自己覚知

ＴＥＬガイド

試験通報

問合せ

そ
の
他

警察電話

令和５年

令和５年

警戒通報

合    計

　総 合 計

種別・月別

（注）事後聞知含みます。

ＩＰ電話

そ の 他

救急通報

小計

病院照会

救助通報

救    急

種別・月別

（２）１１９番以外の覚知

29



　　一人暮らしなどで緊急時の連絡が不安な高齢者世帯に、緊急時に発信ができる機器とペンダント型発信機を

　貸与し、緊急時の連絡を確保しています。

　　平成４年１２月からファックス１１９番が導入され、身体に支障のある方にはこのシステムが安心して暮ら

　せる重要なライフラインになっています。

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

99 100 99 123 95 59 100 83

6 5 8 9 6 3 5 2

7 5

112 110 107 132 101 62 105 85

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

1

0 0 1 0 0 0 0 0

　　平成２７年４月からＮＥＴ１１９が導入され、電話による１１９番通報が困難な方でも、インターネットを

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

1

26 8 25 30 19 15 6

26 8 25 30 19 15 6 1

契約業者変更までの間に通報はありませんでした。

試　　験

誤　　　 報

そ  の  他

合       計

５．緊急連絡システム

（１）緊急時連絡システム利用状況

種別・年別

救　　　 急

火　　　 災

救       急

誤       報

試       験

種別・年別

（２）ファックス１１９番利用状況

そ  の  他

合       計

火       災

その他

合　　計

（３）ＮＥＴ１１９番利用状況

利用して携帯電話やスマートフォン等で消防車や救急車を要請することができます。

種別・年別

火　　災

救　　急

誤　　報

※契約業者が令和５年３月３１日でサービス終了となったため、令和５年度より契約業者が変更となりました。

試験(練習)方法が変更となり、令和５年分から通報しての試験(練習)はありません。
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６．火災等情報案内（テレドーム）

　火災等情報案内（テレドーム）令和５年中（６月３０日終了）の問い合わせは３，２５５件ありました。

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 7月 ８月 ９月 10月 11月 12月

平均(℃) 5.3 6.7 12.6 16.0 19.1 23.4 29.2 29.5 26.9 18.7 14.0 8.8

最高(℃) 14.2 18.7 23.1 27.8 33.4 34.4 39.3 37.0 35.1 27.1 26.6 20.7

最低(℃) -3.1 -0.9 3.2 6.6 9.6 15.1 21.6 23.7 18.1 11.3 4.6 0.1

平均湿度(%) 52.0 51.1 64.8 58.2 68.1 76.7 69.8 76.3 78.1 64.9 64.8 57.2 65.2

年平均

７．気象状況

種別・月別

気
温

令和５年中

（１）月別状況

　通信指令室では、火災等で消防車がサイレンを吹鳴して出動した際にテレドームにより、市民の皆様に情報

を提供しています。

　また、災害発生時にはその場所及び状況を市民の皆様に提供しています。

17.5

28.1

9.2
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単口 双口 小計 20㎥ 40㎥ 60㎥ 小計 防火水槽 プール 河川 小計

下戸田 285 33 318 1 39 5 45 114 3 117

上戸田 201 79 280 34 8 42 157 3 160

新　曽 277 76 353 1 36 6 43 169 5 1 175

笹　目 285 113 398 36 7 43 100 3 103

美女木 194 130 324 25 2 27 89 4 93

合　計 1,242 431 1,673 2 170 28 200 629 18 1 648

（２）地区別設置状況

８．消防水利
（１）消防水利状況

　　　　　消防活動の充実及び迅速化を図るため、消火栓の設置をはじめ、大地震に備え防火水槽の設置など

　　　　消防水利の整備、増強に努めています。

消　火　栓 防 火 水 槽 指 定 水 利

令和５年４月１日現在

285 
201 

277 285 
194 

33 
79 

76 113 

130 

318 
280 

353 
398 

324 
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令和５年度屋内消火栓操法大会の様子  

 

 

 

 

 

 

 

 



令 和 ４ 年 令 和 ５ 年

（Ａ） （Ｂ）

建　　物（ 件 ） 22 15

車　　両（ 件 ） 1 2

そ の 他（ 件 ） 5 10

合　　計（ 件 ） 28 27

全　　焼（ 棟 ） 1 1

半　　焼（ 棟 ）

部 分 焼（ 棟 ） 5 5

ぼ　　や（ 棟 ） 16 10

合　　計（ 棟 ） 22 16

245 207

17 14

全　　損（世帯） 1 4

半　　損（世帯）

小　　損（世帯） 10 9

合　　計（世帯） 11 13

21 30

2 1

建　　物（千円） 20,406 58,026

車　　両（千円） 39 270

そ の 他（千円） 1 1,580

合　　計（千円） 20,446 59,876

1 1 0

0

-50

184

592

157,900

-16

-18

300

193

-10

18

43

0

-32

100

100

-4

0

0

0

-38

-27

0

0

-1

-1

37,620

2

9

231

1,579

0

39,430

-38

-3

3

-7

1

5

-6

-6

-1

0

0

0

  （C）／（A）×100（％）

損
　
　
害
　
　
額

第　２　出　動（ 回 ）

出
　
火
　
件
　
数

焼
　
損
　
棟
　
数

建物焼損床面積 （㎡）

建物焼損表面積 （㎡）

死　　　　者  （ 人 ）

負　 傷　 者  （ 人 ）

り

災

世

帯

り 災 人 員   （ 人 ）

　 ２７件のうち、たばこが原因となり発生した火災が６件で、出火原因の上位を占めています。

 　内訳については建物火災１５件（２２件）、車両火災２件（１件）、その他火災１０件（５件）です。

   　令和５年中の火災発生件数は２７件（前年２８件、以下同様）で前年より１件の減少です。

１．火災概況

区　　　分

前        年        比        較

対  前  年  増  減  数

（B）－（A）＝（C）

増     減     率
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（１）管轄区域別火災発生状況

令和5年中

総件数 本　　　署 東 部 分 署 西 部 分 署

15 3 7 5

2 2

10 2 4 4

27 7 11 9

（２）月別火災発生状況

令和４年 令和５年 前年同期比 増減率

(A) (B) (B)－(A)＝（C） (C)/(A)×100（%）

2 -2 0

3 5 2 67

3 1 -2 -67

1 4 3 300

2 2 0

2 2 0 0

3 -3 -100

1 4 3 300

5 2 -3 -60

3 3 0 0

4 2 -2 0

1 2 1 100

28 27 -1 -4

区　　　　　分

建　　　物 （ 件 ）

車　　　両 （ 件 ）

そ　の　他 （ 件 ）

合　　　計 （ 件 ）

区　　　分

1月

2月

3月

4月

5月

12月

合計

6月

7月

8月

9月

10月

11月

2

3 3

1

0

2

3

1

5

3

4

1

0

5

1

4

2 2

0

4

2

3

2 2

0

1

2

3

4

5

6

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

令和４年

令和５年

（月）

件数
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（３）曜日別火災発生状況

令和５年中 　　　　件数

曜日 件数 構成比(％)

日曜 6 21

月曜 3 11

火曜 4 14

水曜 7 25

木曜 3 11

金曜 1 4

土曜 3 11

不明

合計 27 100

※小数第１位以下四捨五入

（４）時間別火災発生状況

令和５年中 　　　件数

時間帯 件数 構成比(％)

0時～1時台 2 7

2時～3時台

4時～5時台 1 4

6時～7時台 2 7

8時～9時台 3 11

10時～11時台 2 7

12時～13時台 3 11

14時～15時台 3 11

16時～17時台 3 11

18時～19時台

20時～21時台 4 14

22時～23時台 4 14

不明

合計 27 100

          ※小数第１位以下四捨五入

　　　（時間）

6 

3 

4 

7 

3 

1 

3 

0 
0

1

2

3

4

5

6

7

8

日 月 火 水 木 金 土 不明

2

0

1

2

3

2

3 3 3

0

4 4

0
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

（曜日）

35



（５）建物用途別火災発生状況

区　　　分 令和４年 令和５年 前年同期比

住宅 2 2 0

共同住宅 7 7 0

寄宿舎 0

事務所 0

店舗 1 -1

工場 1 3 2

作業所 2 1 -1

倉庫 2 -2

納屋 0

物置 0

置場 0

車庫 0

その他 7 2 -5

合計 22 15 -7

2

7

1 1

2 2

7

2

7

3

1

2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

令和４年

令和５年

建物用途

件数
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（６）原因別火災発生状況

区　　　分 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

たばこ 7 5 4 4 6

こんろ 5 6 3 3 2

風呂かまど 1

炉・焼却炉 1

ストーブ 4 1

ボイラー

排気管 1

電気機器 1 1 1 4 3

電気装置 3

電灯電話等の配線

内燃機関

配線器具 1 1 7

火遊び 1

マッチ・ライター 1 1

たき火

溶接器・溶断機 1 1

灯火 1 1

衝突の火花

火入れ

放火 8 1 1 2 3

放火の疑い 5 4 3 3 3

その他 4 9 5 6 4

不明・調査中 5 2 1 4 3

合計 42 30 31 28 27
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（７）損害額

令 和 元 年 令 和 ２ 年 令 和 ３ 年 令 和 ４ 年 令 和 ５ 年

50,985 33,872 63,505 18,236 22,840

4,722 3,352 43,011 2,170 35,186

1,177 1,997 208 39 270

484 808 32 1 1,580

57,368 40,029 106,756 20,446 59,876

（８）覚知別火災発生状況

令 和 元 年 令 和 ２ 年 令 和 ３ 年 令 和 ４ 年 令 和 ５ 年

5 2 5 2 3

1 2 1

22 16 17 12 13

1 1 1 1 5

2 1 1

3 4 1 2 2

9 5 5 10 2

1

42 30 31 28 27

　

（９）他市応援出場

　

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

1 3 2 1 2

2 1 5

1 2

3 1

5 11 18 6 13

8 18 21 8 22

そ の 他 （ 千 円 ）

合 計

火災報知専用番号（携帯電話から）

区 分

火 災 報 知 専 用 番 号
固定電話から（ＮＴＴ加入電話を除く）

建

物

建 物 （ 千 円 ）

収 容 物 （ 千 円 ）

車 両 （ 千 円 ）

区 分

火 災 報 知 専 用 番 号
固定電話から（ＮＴＴ加入電話）

事 後 聞 知

そ の 他

合 計

加 入 電 話 （ 固 定 電 話 か ら ）

加 入 電 話 （ 携 帯 電 話 か ら ）

警 察 電 話

駆 け 付 け 通 報

合　　　計

応　援　先

蕨　　　市

川　口　市

さいたま市

南西部消防

東　京　都
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合計 建物 車両 その他

  昭和 ５１年 37 31 3 3 4.9 1,338 99,929 3 6

〃 ５２年 52 43 5 4 6.8 1,729 159,136 2 10

〃 ５３年 46 39 5 2 6.0 2,174 369,956 5 4

〃 ５４年 48 42 4 2 6.2 2,698 559,398 5

〃 ５５年 55 44 5 6 7.1 4,027 310,545 8

〃 ５６年 42 32 4 6 5.4 361 146,778 1 5

〃 ５７年 51 33 4 14 6.6 413 64,326 3 6

〃 ５８年 46 27 10 9 6.0 819 144,049 4

〃 ５９年 56 43 6 7 7.3 640 84,591 1 5

〃 ６０年 62 44 10 8 8.2 2,480 820,355 1 19

〃 ６１年 72 51 10 11 9.5 1,821 259,411 4 8

〃 ６２年 57 41 7 9 7.3 1,792 222,128 2 13

〃 ６３年 68 44 9 15 8.6 4,388 778,906 3 5

平成  元年 43 27 12 4 5.2 419 86,521 8

〃 　２年 60 37 16 7 7.1 1,426 133,997 2 6

〃 　３年 56 35 7 14 6.4 1,783 230,079 1 21

　〃 　４年 44 29 10 5 4.9 5,276 1,028,044 1 5

　〃 　５年 41 29 7 5 4.5 1,690 211,570 1

〃　 ６年 43 34 4 5 4.7 1,973 244,768 7

〃　 ７年 43(1) 32(1) 5 6 4.5 1,062 195,158 2 6

〃 　８年 54 38 9 7 5.5 2,043 343,093 1 6

　〃 　９年 48 33 8 7 4.7 566 421,833 1 3

〃 １０年 56 24 17 15 5.4 206 52,370 2 5

〃 １１年 41 28 9 4 3.9 362 72,846 8

〃 １２年 60 25 13 22 5.6 550 227,976 1 5

〃 １３年 42 21 10 11 3.8 65 56,491 3

〃 １４年 72 44 13 15 6.6 1,093 180,984 4 11

〃 １５年 47 28 3 16 4.2 641 80,340 2 8

〃 １６年 64 37 10 17 5.6 1,300 104,050 3 7

〃 １７年 64 35 5 24 5.5 837 90,865 9

〃 １８年 42 24 8 10 3.6 994 76,937 1 4

〃 １９年 66 39 5 22 5.6 709 61,531 2 19

〃 ２０年 61 35 5 21 5.0 297 35,143 2 15

〃 ２１年 49 26 2 21 4.0 116 15,361 1 6

〃 ２２年 62 33 6 23 5.0 696 81,834 3

〃 ２３年 45 29 1 15 3.6 1,517 244,566 1 8

〃 ２４年 51(1) 18(1) 11 22 4.0 316 89,402 1 9

〃 ２５年 26 13 2 11 2.0 292 27,183 2 3

〃 ２６年 38 23 3 12 2.9 182 127,272 2 4

〃 ２７年 33 19 5 9 2.5 218 8,951 1 3

〃 ２８年 27 17 2 8 2.0 61 45,808 3

〃 ２９年 33 15 5 13 2.4 172 28,742 1 6

〃 ３０年 33 27 4 2 2.4 103 17,096 9

令和　元年 42 25 5 12 3.0 415 57,368 3 11

〃   ２年 30 21 4 5 2.1 259 40,029 7

〃   ３年 31 21 3 7 2.2 903 106,756 1 8

〃   ４年 28 22 1 5 2.0 262 20,446 2

〃   ５年 27(1) 15(1) 2 10 1.9 220 59,876 1

注１　出火件数欄の（　）内は、焼き損害のない爆発火災の件数を示す。

注２　出火率は、人口１０，０００人あたりの出火件数。（小数点第２位以下を四捨五入）

死者 負傷者出火率
火災種別（件）

区分

２．火災の推移

焼損面積(㎡) 損害額(千円)
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防火対象物の竣工検査の様子  



１．防火対象物
（１）防火対象物数

　　　　　　　　　　　　　　　　項　　目

地　上 地　上

　　防 火 対 象 物 の 区 分 ５階未満 ５階以上

　１項（イ）　劇場・映画館・演芸場・観覧場 1 2 3

　１項（ロ）　公会堂・集会場 55 1 56

　２項（イ）　キャバレー・ナイトクラブ等 0 0 0

　２項（ロ）　遊技場・ダンスホール 5 1 6

　２項（ハ）　性風俗関連特殊営業店舗等 0 0 0

　２項（ニ）　カラオケボックス・個室ビデオ等 3 0 3

　３項（イ）　待合・料理店等 0 0 0

　３項（ロ）　飲食店 43 0 43

　４項 　百貨店・マーケツト・物品販売店舗・展示場 127 2 129

　５項（イ）　旅館・ホテル・宿泊所 9 8 17

　５項（ロ）　寄宿舎・下宿・共同住宅 1,531 424 1,955

　６項イ(1) 　診療科名に特定診療科名を有し、医療法に規定する一般病床を有する病院 2 2 4

　６項イ(2) 　診療科名に特定診療科名を有し、4人以上の患者を入院させる施設を有する診療所 1 0 1

　６項イ(3) 　病院（(1)を除く）、患者を入院させる施設を有する診療所（(2)を除く） 9 4 13

　６項イ(4) 　患者を入院させる施設を有しない診療所又は入所施設を有しない助産所 26 2 28

　６項ロ(1) 　老人短期入所施設・養護老人ホーム・有料老人ホーム等 27 10 37

　６項ロ(2)   救護施設 0 0 0

　６項ロ(3) 　乳児施設 0 0 0

　６項ロ(4) 　障害児入所施設 0 0 0

　６項ロ(5) 　障害者支援施設・短期入所施設若しくは共同生活援助を行う施設等 3 0 3

　６項ハ(1) 　老人デイサービスセンター・老人福祉センター・老人介護支援センター等 9 0 9

　６項ハ(2) 　更生施設 0 0 0

　６項ハ(3) 　助産施設・保育所・児童養護施設等 38 0 38

　６項ハ(4) 　児童発達支援センター・放課後等デイサービスを行う施設等 4 0 4

　６項ハ(5) 　身体障害者福祉センター等 9 0 9

　６項（ニ）　幼稚園・特別支援学校 16 0 16

　７項 　小学校・中学校・高校・大学・各種学校等 69 3 72

　８項 　図書館・博物館・美術館等 1 0 1

　９項（イ）　公衆浴場のうち、蒸気浴場・熱気浴場等 2 0 2

　９項（ロ）　９項（イ）以外の公衆浴場 3 0 3

１０項 　停車場・発着場 3 0 3

１１項 　神社・寺院・教会等 21 0 21

１２項（イ）　工場・作業場 453 5 458

１２項（ロ）　映画スタジオ・テレビスタジオ 1 0 1

１３項（イ）　自動車車庫・駐車場 21 1 22

１３項（ロ）　飛行機等の格納庫 0 0 0

１４項 　倉庫 586 24 610

１５項 　前各項に該当しない事業場 260 18 278

１６項（イ）　特定用途が存する複合用途防火対象物 261 96 357

１６項（ロ）　１６項（イ）以外の複合用途防火対象物 202 69 271

3,801 672 4,473

　かつて当市は「倉庫のまち」といわれたほど、配送センター、各種倉庫､トラックターミナルなどが建ち並んでいまし
た。昭和６０年の「埼京線開通」にともない都心への通勤・通学の利便性が向上したことにより、工場や倉庫などが次々
と共同住宅に建て替えられ、近年では北戸田駅及び戸田駅周辺の都市開発が進み市の生活環境も大きく変化し、人口が急
増しています。

令和５年３月３１日現在

防火対象物（１５０㎡以上）

合　　　　　　　　計

計
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（２）防火対象物使用開始届出状況及び消防用設備等検査状況

　　　　　　　　　　　　　　　　項　　目

　　防 火 対 象 物 の 区 分

　１項（イ）　劇場・映画館・演芸場・観覧場 1 3 1 5

　１項（ロ）　公会堂・集会場 1 1 3 2 6

　２項（イ）　キャバレー・ナイトクラブ等

　２項（ロ）　遊技場・ダンスホール

　２項（ハ）　性風俗関連特殊営業店舗等

　２項（ニ）　カラオケボックス・個室ビデオ等

　３項（イ）　待合・料理店等

　３項（ロ）　飲食店 2 3 7 5 15

　４項 　百貨店・マーケツト・物品販売店舗・展示場 14 9 13 6 28

　５項（イ）　旅館・ホテル・宿泊所 2 3 6 1 2 12

　５項（ロ）　寄宿舎・下宿・共同住宅 55 59 64 55 7 185

　６項イ(1)　診療科名に特定診療科名を有し、医療法に規定する一般病床を有する病院 1 6 3 1 10

　６項イ(2)　診療科名に特定診療科名を有し、4人以上の患者を入院させる施設を有する診療所

　６項イ(3)　病院（(1)を除く）、患者を入院させる施設を有する診療所（(2)を除く） 2 4 4 2 10

　６項イ(4)　患者を入院させる施設を有しない診療所又は入所施設を有しない助産所 2 2 2 4

　６項ロ(1)　老人短期入所施設・養護老人ホーム・有料老人ホーム等 7 9 11 4 24

　６項ロ(2)  救護施設

　６項ロ(3)　乳児施設

　６項ロ(4)　障害児入所施設

　６項ロ(5)　障害者支援施設・短期入所施設若しくは共同生活援助を行う施設等

　６項ハ(1)　老人デイサービスセンター・老人福祉センター・老人介護支援センター等 1 1 2

　６項ハ(2)　更生施設

　６項ハ(3)　助産施設・保育所・児童養護施設等 2 2 4

　６項ハ(4)　児童発達支援センター・放課後等デイサービスを行う施設等 1 1 1 2

　６項ハ(5)　身体障害者福祉センター等 1 1 1 1 3

　６項（ニ）　幼稚園・特別支援学校 1 1

　７項 　小学校・中学校・高校・大学・各種学校等 3 6 16 12 34

　８項 　図書館・博物館・美術館等

　９項（イ）　公衆浴場のうち、蒸気浴場・熱気浴場等 1 1

　９項（ロ）　９項（イ）以外の公衆浴場

１０項 　停車場・発着場

１１項 　神社・寺院・教会等

１２項（イ）　工場・作業場 15 9 25 12 46

１２項（ロ）　映画スタジオ・テレビスタジオ

１３項（イ）　自動車車庫・駐車場 1 1

１３項（ロ）　飛行機等の格納庫

１４項 　倉庫 24 13 25 17 55

１５項 　前各項に該当しない事業場 13 12 7 12 31

１６項（イ）　特定用途が存する複合用途防火対象物 38 20 27 20 3 70

１６項（ロ）　１６項（イ）以外の複合用途防火対象物 18 7 12 7 26

199 169 230 164 12 575合　　　　　　　　計

令和４年度

防
火
対
象
物
使

用
開
始
届
出
数

消 防 用 設 備 検 査 状 況

消
火
設
備

警
報
設
備

避
難
設
備
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活
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施
設

合 計
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（３）防火管理実施状況

　令和５年３月３１日現在

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　項　　目

　　防 火 対 象 物 の 区 分

　１項（イ）　劇場・映画館・演芸場・観覧場

　１項（ロ）　公会堂・集会場

　２項（イ）　キャバレー・ナイトクラブ等

　２項（ロ）　遊技場・ダンスホール

　２項（ハ）　性風俗関連特殊営業店舗等

　２項（ニ）　カラオケボックス・個室ビデオ等

　３項（イ）　待合・料理店等

　３項（ロ）　飲食店

　４項 　百貨店・マーケツト・物品販売店舗・展示場

　５項（イ）　旅館・ホテル・宿泊所

　５項（ロ）　寄宿舎・下宿・共同住宅

　６項イ(1) 　診療科名に特定診療科名を有し、医療法に規定する一般病床を有する病院

　６項イ(2) 　診療科名に特定診療科名を有し、4人以上の患者を入院させる施設を有する診療所

　６項イ(3) 　病院（(1)を除く）、患者を入院させる施設を有する診療所（(2)を除く）

　６項イ(4) 　患者を入院させる施設を有しない診療所又は入所施設を有しない助産所

　６項ロ(1) 　老人短期入所施設・養護老人ホーム・有料老人ホーム等

　６項ロ(2)   救護施設

　６項ロ(3) 　乳児施設

　６項ロ(4) 　障害児入所施設

　６項ロ(5) 　障害者支援施設・短期入所施設若しくは共同生活援助を行う施設等

　６項ハ(1) 　老人デイサービスセンター・老人福祉センター・老人介護支援センター等

　６項ハ(2) 　更生施設

　６項ハ(3) 　助産施設・保育所・児童養護施設等

　６項ハ(4) 　児童発達支援センター・放課後等デイサービスを行う施設等

　６項ハ(5) 　身体障害者福祉センター等

　６項（ニ）　幼稚園・特別支援学校

　７項 　小学校・中学校・高校・大学・各種学校等

　８項 　図書館・博物館・美術館等

　９項（イ）　公衆浴場のうち、蒸気浴場・熱気浴場等

　９項（ロ）　９項（イ）以外の公衆浴場

１０項 　停車場・発着場

１１項 　神社・寺院・教会等

１２項（イ）　工場・作業場

１２項（ロ）　映画スタジオ・テレビスタジオ

１３項（イ）　自動車車庫・駐車場

１３項（ロ）　飛行機等の格納庫

１４項 　倉庫

１５項 　前各項に該当しない事業場

１６項（イ）　特定用途が存する複合用途防火対象物

１６項（ロ）　１６項（イ）以外の複合用途防火対象物

1,243 1,019 82 912 73合　　　計
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（４）消防訓練実施状況

　　　　　　　　　　　　         項　　目
訓練届出

　　防 火 対 象 物 の 区 分
件数

　１項（イ）　劇場・映画館・演芸場・観覧場 2 2

　１項（ロ）　公会堂・集会場 14 2 12

　２項（イ）　キャバレー・ナイトクラブ等

　２項（ロ）　遊技場・ダンスホール 7 7

　２項（ハ）　性風俗関連特殊営業店舗等

　２項（ニ）　カラオケボックス・個室ビデオ等 6 1 5

　３項（イ）　待合・料理店等

　３項（ロ）　飲食店 40 1 39

　４項 　百貨店・マーケツト・物品販売店舗・展示場 72 2 70

　５項（イ）　旅館・ホテル・宿泊所 6 1 5

　５項（ロ）　寄宿舎・下宿・共同住宅 66 13 53

　６項イ(1) 　診療科名に特定診療科名を有し、医療法に規定する一般病床を有する病院 6 6

　６項イ(2) 　診療科名に特定診療科名を有し、4人以上の患者を入院させる施設を有する診療所

　６項イ(3) 　病院（(1)を除く）、患者を入院させる施設を有する診療所（(2)を除く） 6 6

　６項イ(4) 　患者を入院させる施設を有しない診療所又は入所施設を有しない助産所 5 5

　６項ロ(1) 　老人短期入所施設・養護老人ホーム・有料老人ホーム等 58 6 52

　６項ロ(2)   救護施設

　６項ロ(3) 　乳児施設

　６項ロ(4) 　障害児入所施設

　６項ロ(5) 　障害者支援施設・短期入所施設若しくは共同生活援助を行う施設等 5 5

　６項ハ(1) 　老人デイサービスセンター・老人福祉センター・老人介護支援センター等 10 10

　６項ハ(2) 　更生施設

　６項ハ(3) 　助産施設・保育所・児童養護施設等 89 24 65

　６項ハ(4) 　児童発達支援センター・放課後等デイサービスを行う施設等 6 6

　６項ハ(5) 　身体障害者福祉センター等 16 1 15

　６項（ニ）　幼稚園・特別支援学校 18 1 17

　７項 　小学校・中学校・高校・大学・各種学校等 10 3 7

　８項 　図書館・博物館・美術館等 1 1

　９項（イ）　公衆浴場のうち、蒸気浴場・熱気浴場等 2 2

　９項（ロ）　９項（イ）以外の公衆浴場

１０項 　停車場・発着場 1 1

１１項 　神社・寺院・教会等 1 1

１２項（イ）　工場・作業場 38 6 32

１２項（ロ）　映画スタジオ・テレビスタジオ

１３項（イ）　自動車車庫・駐車場

１３項（ロ）　飛行機等の格納庫

１４項 　倉庫 41 5 36

１５項 　前各項に該当しない事業場 31 3 28

１６項（イ）　特定用途が存する複合用途防火対象物 104 9 95

１６項（ロ）　１６項（イ）以外の複合用途防火対象物 11 11

計 672 82 590

派遣有派遣無

※派遣の有無は、消防職員の派遣の依頼があり出向した件数

令和４年度
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２．建築同意状況

新築 増築 改築 移転 修繕 模様替え 用途変更 その他 合計

349 8 1 358

145 5 1 151

指導有り 204 3 207

268 5 1 274

81 3 84

349 8 1 358

349 8 1 358

同
意
小
計

初・再の
区分不明

本年中に
不同意

令和４年度

指導無し

補正・追加無し

補正・追加有り

補正・追加の
有無不明

初協議

申請要旨

総計
(同意小計＋不同意小計）

その他

不
同
意
小
計

不
同
意
の
理
由

再
協
議

消防法

建築基準法

前年以前に
不同意
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　　　　　　　　　　　　　　　年　　度

　　種　　別

４．防火対象物定期点検報告
　令和４年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　項　　目

　　防 火 対 象 物 の 区 分

　１項(イ)

　１項(ロ)

　２項(イ)

　２項(ロ)

　２項(ハ)

　２項(ニ)

　３項(イ)

　３項(ロ)

　４項

　５項(イ)

　６項イ(1)  診療科名に特定診療科名を有し、医療法に規定する一般病床を有する病院

　６項イ(2)  診療科名に特定診療科名を有し、4人以上の患者を入院させる施設を有する診療所

　６項イ(3)  病院（(1)を除く）、患者を入院させる施設を有する診療所（(2)を除く）

　６項イ(4)  患者を入院させる施設を有しない診療所又は入所施設を有しない助産所

　６項ロ(1)

　６項ロ(2)

　６項ロ(3)

　６項ロ(4)

　６項ロ(5)

　６項ハ(1)

　６項ハ(2)

　６項ハ(3)

　６項ハ(4)

　６項ハ(5)

　６項(二)

　９項(イ)

１６項(イ)

１６項の２

50 23 1

10 1

2 2

合　　　　　計

 障害者支援施設・短期入所施設若しくは共同生活援助を行う施設等

 幼稚園・特別支援学校

 乳児施設

 公衆浴場のうち、蒸気浴場・熱気浴場等

 特定用途が存する複合用途防火対象物

 救護施設

 乳児施設

1

1

3

 障害児入所施設

 障害者支援施設・短期入所施設若しくは共同生活援助を行う施設等

 老人デイサービスセンター・老人福祉センター・老人介護支援センター等

 更生施設

 障害児入所施設

 地下街

1

1

1 1

21 10

1

2

 劇場・映画館・演芸場・観覧場

 公会堂・集会場

 キャバレー・ナイトクラブ等

 遊技場又はダンスホール

 カラオケボックス・個室ビデオ等

 性風俗関連特殊営業店舗等

 待合・料理店等

 飲食店

 百貨店・マーケツト・物販店舗・展示場

 旅館・ホテル・宿泊所 1

３．戸田市火災予防条例等による届出状況

　露店等の開設届出 77 65 2 7 30

347

7

2

11

令和

212

　火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為 46 42 34 43

　火を使用する設備等設置届 16

　水道断（減）水届

43 45

　道路工事届 187 234 245 228

　煙火打上げ届 10 10

　催物開催届 1 2

　変電・発電・蓄電池・燃料電池設備設置届 44

　指定洞道等届

　少量危険物貯蔵・取扱届 8 14 11 12

　指定可燃物貯蔵・取扱届 7 3 1 4

　圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱の開始届 3 6 8 4

平成
３０年度

令和 令和 令和
元年度 ２年度 ３年度

 老人短期入所施設・養護老人ホーム・有料老人ホーム等

点検報告数
点検基準
適合数

特例認定数

23

合　　　　　計 398 450 359 355

４年度

1 1

20

28

37

24 14 10

52

1

3 2

2
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５．市民防災教室利用状況

団体 人数 団体 人数 団体 人数 団体 人数 団体 人数 団体 人数 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 人数

平成２年度 6 227 1 93 2 151 1 30 6 180 16 681 1 4

平成３年度 6 168 3 216 5 206 9 244 4 91 27 925 3 7

平成４年度 1 22 9 607 5 315 5 101 4 190 24 1,235 12 53

平成５年度 1 20 4 378 5 357 6 40 6 149 22 944 9 30

平成６年度 3 110 9 468 6 386 1 58 6 157 25 1,179 8 22

平成７年度 2 67 9 596 8 665 2 105 5 131 26 1,564 20 133

平成８年度 6 381 9 624 2 18 8 378 25 1,401 27 110

平成９年度 3 118 7 505 6 439 2 34 7 152 25 1,248 17 65

平成１０年度 1 45 9 810 12 642 2 13 11 324 35 1,834 13 137

平成１１年度 5 533 11 627 1 12 10 292 27 1,464 20 73

平成１２年度 6 618 6 449 1 10 8 271 21 1,348 24 80

平成１３年度 8 682 11 496 2 18 4 58 25 1,254 20 47

平成１４年度 1 50 20 1,750 7 543 1 7 9 173 38 2,523 22 75

平成１５年度 1 22 6 601 7 545 8 267 22 1,435 21 52

平成１６年度 11 1,319 5 531 1 5 5 172 22 2,027 6 26

平成１７年度 1 50 10 1,055 4 472 3 130 16 420 34 2,127 18 56

平成１８年度 17 1,637 4 426 13 437 34 2,500 31 89

平成１９年度 12 1,234 4 234 20 492 36 1,960 68 99

平成２０年度 1 30 9 1,084 2 211 3 37 18 414 33 1,776 23 76

平成２１年度 12 1,006 3 210 3 31 8 195 26 1,442 6 18

平成２２年度 9 919 5 384 3 24 18 381 35 1,708 6 15

平成２３年度 3 143 4 508 5 323 7 72 19 440 38 1,486 25 73

平成２４年度 9 1,019 5 289 12 128 4 205 30 1,641 7 21

平成２５年度 15 1,242 7 333 12 157 4 115 38 1,847 22 131

平成２６年度 8 808 9 410 10 176 3 89 30 1,483 6 22

平成２７年度 1 30 7 800 7 280 8 181 1 15 24 1,306 18 67

平成２８年度 10 1,152 20 891 8 59 9 184 47 2,286 9 33

平成２９年度 11 1,302 20 630 5 94 4 53 40 2,079

平成３０年度 7 900 7 255 1 10 5 49 20 1,214 1 15

令和元年度 13 1,572 7 293 6 64 3 54 29 1,983 1

令和２・３年度

令和４年度 3 363 7 217 1 20 1 8 12 608

合　　計 31 1,102 269 26,158 221 12,834 118 1,878 247 6,536 886 48,508 463 1,630

50,138

事業所 その他 合　計

　年度
保育園

利用者合計

新型コロナウイルス感染拡大のため、利用なし

　市民防災教室は、子供からお年寄りまで身近に防災について体験学習をしていただくために、平成２年１２月
にオープンしました。また、平成１９年３月、平成２１年２月に各体験コーナーの更新を行い設備の充実を図っ
ています。

項目 団　　体　　別　　利　　用　　者　　数
個　人
利用者町　会 学　校

幼稚園
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６．危険物施設 
（１）危険物施設数 

    

                                                             令和５年３月３１日現在 

施 設 区 分 施 設 数 施 設 区 分 施 設 数 

製 造 所 1 移動タンク貯蔵所 43 

屋 内 貯 蔵 所 60 屋 外 貯 蔵 所   

屋外タンク貯蔵所 2 給 油 取 扱 所 34(16) 

屋内タンク貯蔵所 7 第一種販売取扱所  

地下タンク貯蔵所 40 一 般 取 扱 所 29 

簡易タンク貯蔵所  合 計 216 

（注１）本表以下に示す危険物施設数とは、完成検査済証を交付した施設数を示す。 

（注２）給油取扱所の施設数のうち（ ）内の数は自家用給油取扱所の数を示す。 

（２）危険物施設の規模別構成 

 

                                              令和５年３月３１日現在 

          倍 数 別 

                         

施 設 

５ 倍 

 

以 下 

５ 倍 を 

超 え 

10倍以下 

1 0 倍 を 

超 え 

50倍以下 

5 0 倍 を 

超 え 

100倍以下 

100倍を 

超 え 

150倍以下 

150倍を 

超 え 

200倍以下 

200倍を 

超 え 

1000倍以下 

製 造 所   1     

貯

蔵

所 

屋 内 貯 蔵 所 24 13 20 1  1 1 

屋外タンク貯蔵所 1  1     

屋内タンク貯蔵所 4 2 1     

地下タンク貯蔵所 13 4 16 4  1 2 

簡易タンク貯蔵所         

移動タンク貯蔵所 19 1 7 16    

屋 外 貯 蔵 所        

取

扱

所 

給 油 取 扱 所  5 12 2 1 7 7 

第１種販売取扱所        

第２種販売取扱所        

移 送 取 扱 所        

一 般 取 扱 所 9 14 6     

合 計 70 39 64 23 1 9 10 

（注）倍数は貯蔵最大数量又は取扱最大数量を危険物の規制に関する政令別表第３で定める指定数量で除して得た数値である。 

 

 

(注) 
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（３）危険物施設の推移 

                                                                             

危 険 物 施 設 数 

              

                                                                               

    

271
248 237 223 227 221 215 220 214 217 216 216 216

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

（施設数）

23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年 31年 2年 3年 4年 5年

 

                                                                            各年３月３１日現在 

                  年    

  

施  設 

令和4 

（Ａ） 

令和5 

（Ｂ） 

増 減 数 

（Ｂ）－（Ａ） 

製 造 所 1 1 0 

貯

蔵

所 

屋 内 貯 蔵 所 59 60 1 

屋 外 タ ン ク 貯 蔵 所 2 2 0 

屋 内 タ ン ク 貯 蔵 所 7 7 0 

地 下 タ ン ク 貯 蔵 所 41 40 △1 

簡 易 タ ン ク 貯 蔵 所    

移 動 タ ン ク 貯 蔵 所 41 43 2 

屋 外 貯 蔵 所 1  △1 

取

扱

所 

給 油 取 扱 所 34 34 0 

第 １ 種 販 売 取 扱 所    

第 ２ 種 販 売 取 扱 所    

移 送 取 扱 所    

一 般 取 扱 所 30 29 △1 

合            計 216 216 0 

各年３月３１日現在 
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７．危険物規制事務              
（１）施設別事務取扱状況                                                    令和４年度 

             内 容 

 

   施 設 

許 可 完 成 検 査 廃 止 届 

 

設置 

 

変更 

常置場所変更  

設置 

 

変更 

 

転入 

 許可 

取消 転 入 転 出 

貯

蔵

所 

製 造 所          

屋 内 貯 蔵 所 4    1     

屋外タンク貯蔵所          

屋内タンク貯蔵所          

地下タンク貯蔵所        1  

簡易タンク貯蔵所          

移動タンク貯蔵所 2    2     

屋 外 貯 蔵 所        1  

取

扱

所 

給 油 取 扱 所  3    3    

第１種販売取扱所          

第２種販売取扱所          

移 送 取 扱 所          

一 般 取 扱 所        1  

合 計 6 3   3 3  3  

 

 

（２）タンク検査の実施状況                                                        令和４年度 

区 分 数 区 分 数 

水

張

検

査 

 １０Ｋℓ 以下 34 水

圧

検

査 

 ６００ℓ 以下 10 

 １０Ｋℓ を越え１,０００Ｋℓ 以下   ６００ℓ を越え１０Ｋℓ 以下 2 

 １,０００Ｋℓ を越え２,０００Ｋℓ 以下   １０Ｋℓ を越え２０Ｋℓ 以下  

 ２,０００Ｋℓ を越えるもの   ２０Ｋℓ を越えるもの  

合 計 34 合 計 12 

 

（３）危険物施設立入検査の実施状況                                               令和４年度 

施 設 

製

造

所 

貯

蔵

所 

屋

内 

貯

蔵

所 

屋

外

タ

ン

ク 

貯

蔵

所 

屋

内

タ

ン

ク 

所

蔵

所 

地

下

タ

ン

ク 

貯

蔵

所 

簡

易

タ

ン

ク 

貯

蔵

所 

移

動

タ

ン

ク 

貯

蔵

所 

屋

外 

取

扱

所 

給

油 

取

扱

所 

第

１

種

販

売 

取

扱

所 

第

２

種

販

売 

取

扱

所 

移

送 

取

扱

所 

一

般 

計 

検査施設数  11   1    9     21 
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８．高圧ガス施設等 

（１）権限移譲について 

   戸田市消防本部では、「高圧ガス保安法」、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」の

一部及び「火薬類取締法」に係る事務を、埼玉県からの権限移譲により、平成26年4月1日から行っています。 

（２）高圧ガス等事業所数について 

   令和5年3月31日現在における高圧ガス施設の総数は、121施設です。 

                                                             令和5年3月31日現在 

第 一 種 製 造 施 設  4 第 一 種 貯 蔵 所 1 

第一種製造施設（冷凍） 6 第 二 種 貯 蔵 所 5 

第 二 種 製 造 施 設  9 容 器 検 査 所 5 

第二種製造施設（冷凍） 45 販  売  事  業  所 46 

 

（３）高圧ガス保安法に係る事務 

 

ア 許可等件数 

令和4年度 

区   分 

新 規 変 更 
更新 

完成検査 

(指定機関(外数)) 

廃止

届 許可 届出 登録 許可 届出 軽微 

製

造 

一般高圧ガス①    3  3  1（2）  

液化石油ガス②     2    （ ）  

① ②適用         （ ）  

冷  凍         （ ）  

計    3 2 3  1（2）  

貯蔵事業所         （ ）   

容器検査所              

特定高圧ガス消費者（注１）           

高圧ガス販売事業所  4    1     

特別充てん許可（注２）           

刻印変更           

合  計  4  3 2 4  1（2）  

（注１）ＬＰＧ、圧縮水素、液化酸素、液化アンモニア、液化塩素、圧縮天然ガス、特殊高圧ガス 

（注２）国内法が適用されない容器 
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イ 立入検査、保安検査件数 

令和4年度 

区分 施設数 立入検査数 
保安検査数 

（指定機関(外数)） 

一

種

製

造 

一般高圧ガス① 2 1 1（2） 

液化石油ガス② 2 1 0（2） 

① 、②適用    

冷凍 6   

計 10   

二

種

製

造 

一般高圧ガス① 7   

液化石油ガス② 2   

①、②適用    

冷凍 45   

計 54   

販

売 

一般高圧ガス① 45   

液化石油ガス② 1   

①、②適用    

計 46   

貯蔵事業所 6   

容器検査所 5   

特定高圧ガス消費事業所    

合   計 121 2 1（4） 

 

（４）液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に係る事務 

ア 充てん設備の許可等件数 

令和４年度 

許可 変更許可 変更届 完成検査 

  1  

 

イ 立入検査、保安検査数 

令和４年度 

 事業所数 設備数 立入検査数 保安検査数 

充てん設備 1 1  1 
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令和５年度 更新車両 災害対応特殊救急自動車 



１．救急行政の現状
　（１）令和5年中の出場件数は、8,458件【1日平均23件】、搬送人員は6,890人【1日平均18人】です。 
 　　 前年と比較しますと出場件数は414件の増加、搬送人員についても371人増加しました。
 　　 平成22年から増加傾向であった救急需要は、令和2年に減少に転じましたが、新型コロナウイルス感染
　　　症の発生に伴い、令和4年に続き令和5年の出場件数及び搬送人員が共に過去最高値となりました。
 　　 

　（２）心停止の社会復帰率向上のため、救急隊員が現場に到着するまでの間、その場に居合わせた人が応急
　　　手当を正しく行えるように「応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要領」を定め、応急手当普及
　　　啓発活動を積極的に実施しています。また、平成29年7月より、24時間営業しているコンビニエンスス
　　　トア全60店舗にＡＥＤを設置し、誰でも緊急時にＡＥＤが適切に使用できる環境を整備しました。

　　　　　　

２．救急出場状況
（１）出場件数

年＼種別 出場件数 火災 自然災害 水難 交通事故 労働災害 運動競技 一般負傷 加害 自損行為 急病 その他

令和 2年 6,300 46 0 9 496 95 71 919 39 72 4,009 544

令和 3年 6,471 39 1 13 514 108 59 902 46 50 4,197 542

令和 4年 8,044 32 0 14 518 111 82 1,091 36 90 5,480 590

令和5年1月 733 2 44 3 2 102 2 4 515 59

2月 570 2 1 28 7 3 75 5 407 42

3月 607 1 42 6 11 95 7 5 383 57

4月 600 4 2 37 11 5 103 4 9 379 46

5月 661 2 38 5 7 109 3 9 431 57

6月 669 3 2 36 11 7 93 3 5 471 38

7月 863 2 1 51 10 7 107 5 11 618 51

8月 893 2 1 36 10 10 113 2 8 651 60

9月 736 2 54 6 8 92 2 5 515 52

10月 641 2 1 51 6 10 82 2 5 438 44

11月 654 2 45 8 6 95 2 5 439 52

12月 831 3 2 64 10 2 144 2 5 541 58

合　計 8,458 26 0 11 526 93 78 1,210 34 76 5,788 616

H19

H20

H21

H22

H23

H24

H25

H26

H27

H28

過去10年間の救急出場件数の推移　　

5,819 
6,155 6,301 

6,522 
6,792 6,947 

6,300 6,471 

8,044 
8,458 

3,500

4,500

5,500

6,500

7,500

8,500

9,500

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

（単位：件）
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（２）搬送人員

年＼種別 搬送人員 火災 自然災害 水難 交通事故 労働災害 運動競技 一般負傷 加害 自損行為 急病 その他

令和 2年 5,460 8 0 1 435 93 68 792 24 53 3,446 540

令和 3年 5,485 6 1 1 429 103 59 801 25 31 3,497 532

令和 4年 6,519 1 0 5 413 108 77 907 21 52 4,353 582

令和5年1月 558 31 3 2 83 3 378 58

2月 457 24 7 2 62 2 318 42

3月 496 33 6 10 82 4 3 302 56

4月 500 28 11 5 88 2 7 314 45

5月 552 31 5 7 84 2 5 362 56

6月 548 27 10 6 71 2 2 393 37

7月 711 37 10 7 98 3 5 500 51

8月 703 28 10 10 85 2 5 503 60

9月 601 41 6 7 81 2 4 408 52

10月 541 45 6 10 68 1 4 364 43

11月 547 34 7 5 85 2 2 361 51

12月 676 48 10 2 111 1 3 443 58

合 計 6,890 0 0 0 407 91 73 998 21 45 4,646 609

（３）年齢区分別搬送人員

搬送人員 火災 自然災害 水難 交通事故 労働災害 運動競技 一般負傷 加害 自損行為 急病 その他

新生児 24 5 19

乳幼児 671 12 1 122 508 28

少  年 316 34 1 27 53 3 1 185 12

成  人 2,474 257 74 44 218 12 42 1,631 196

高齢者 3,405 104 16 1 605 6 2 2,317 354

合  計 6,890 0 0 0 407 91 73 998 21 45 4,646 609

（４）不搬送件数

出場件数 火災 自然災害 水難 交通事故 労働災害 運動競技 一般負傷 加害 自損行為 急病 その他

辞退(到着前) 13 2 1 10

辞退(到着後) 1,208 1 99 1 5 185 11 16 886 4

拒  否 116 1 1 23 1 21 1 68

明らかな死亡 124 1 1 2 10 110

他車(隊)搬送 15 3 2 1 1 8

傷病者無し 71 21 3 7 3 1 1 33 2

誤　　報
いたずら

49 4 2 2 2 2 37

その他 5 1 3 1

合  計 1,601 26 0 11 136 3 5 214 13 31 1,155 7

令和５年中

令和５年中
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（５）他市救急応援出場件数

（６）発生地域と程度別搬送人員 （７）年齢区分と程度別搬送人員

（８）病院地域別搬送人員

（９）診療科目搬送人員

52.06%

小児科

765

11.10%

725

1,805

2,73257940

210

27 358

66

6,890

合　計

高  齢

3,539

合計

24

671

316

2,474

3,405

6,890

1,526

1,215

2502

加害 自損行為 急病 その他

東京都 6 3 3

出場件数 火災 自然災害 水難 交通事故 労働災害 運動競技 一般負傷

3 7

さいたま市 16 1 11 1 1 2

1 37 2

川口市 5 2 3

蕨  市 50

1

合  計 80 1 0 4 18 0 1 10 0 1 43 2

和光市 3 1 1

令和５年中 令和５年中

死亡 重症 軽症 その他 死亡 重症 軽症 その他中等症 中等症合計

1,229

本署管内 14 167 1,218 乳幼児872

新生児

608

121

64

3 4

6 544

17東部管内 17 273 1,601

8 136 681西部管内

3,120

2,271

1,433 少  年

23

2,732

程　　　　　度 合計

死亡 重症 中等症 軽症 その他 搬送人員 割合

合  計 40 579 3,539 0

市  外 1 3 成  人 1339

戸田市内病院 27 261 1,712 2,569 4,569 66.31%

蕨市内病院 0 7 37 84 128 1.86%

川口市内病院 10 185 304 338 837 12.15%

さいたま市内病院 2 62 232 147 443 6.43%

上記以外の
埼玉県内病院

0 33 110 81 224 3.25%

東京都内の病院 1 31 336 317 685 9.94%

県内・東京都
以外の病院

2 2 4 0.06%

合      計 40 579 2,733 3,538 0 6,890

6,890

外科 整形外科 脳外科 精神科 産婦人科 眼科

818 749 5 79 8 34 72

内科

3,587

令和５年中

令和５年中

令和５年中

割合 7.76% 11.87% 10.87% 0.10% 1.15% 0.12% 0.49% 1.04% 2.95% 0.51%

耳鼻咽喉科 泌尿器科 救命 その他 合計

人員 535 203 35
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（１）各救命講習件数及び受講者数

27令和 2年 10 587 1 1

2令和元年 211

令和 3年 1 1 10

11440 3 1956

38

937

705

41

671

79 1,096

20

38 912

3232

70 4

44

39 425

27248 13 76 5

21 139

33 2,178

19 12

8

7

376 3 16 17 5 16 23

58 2 2

0326 2

50 758 6 36 19

令和 5年 44

97

128

135

1,236

1,923

16 37

令和 4年

普通救命
講習Ⅲ

上級救命
講習

救命入門
コ－ス

受講
者数

講習
件数

受講
者数

受講
者数

講習
件数

4 5

14 0

普及員講習

受講
者数

講習
件数

6

65

38 156 4,177

３．救命講習実施状況

その他の講習 合計

講習
件数

受講
者数

講習
件数

受講
者数

講習
件数

受講
者数

講習
件数

講習
件数

受講
者数

受講
者数

講習
件数

小児救急
講習

普通救命
講習Ⅰ

普通救命
講習Ⅱ

傷病者の命を救い、社会復帰へ導くために必要となる一連の行動を「救命の連鎖」といいます。

救命の連鎖は、①心停止の予防、②心停止の早期認識と通報、③一次救命処置、④二次救命処置と心拍再開後

の集中治療の4つの輪で成り立っており、この4つの輪が途切れることなく、すばやくつながることで救命効果

が高まります。中でも①心停止の予防、②心停止の早期認識と通報、③一次救命処置は、傷病者を目の前にし

ている人にしかできません。もしもの時に備えて、救命講習を受講しておきましょう。

令和5年中の救命講習は、講習件数、受講者数ともに前年と比べ増加はしていますが、

新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、感染拡大を考慮し講習の中止や人数制限を行ったため、

令和元年と比べると減少しています。

制限を行う等、感染防止対策を行い救命講習を実施していきます。

新型コロナウイルス感染症は5類感染症になりましたが、今後においても、感染状況を考慮し講習人数の

4,177

937
671

1,236

1,923

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

令和元年 令和 2年 令和 3年 令和 4年 令和 5年

受講者数

156 

27 

97 

128 135 

0

50

100

150

200

令和元年 令和 2年 令和 3年 令和 4年 令和 5年

講習件数
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令和５年度埼玉県特別機動援助隊 

消防・医療基礎研修の様子   



１．救助体制 
（１） 本市における救助業務は昭和５３年ポンプ車とはしご車の活用により始まり、翌年救助工作車を配

備し運用しています。多様化する災害へ対応するべく、平成２５年救助隊を特別救助隊へ改め、平成

２６年には潜水隊を発足し救助体制の更なる構築を図りました。 

近年では、都市構造の複雑化及び生活環境の変化等に伴い、災害や事故の態様は多様化の傾向を強

めています。また、極端な猛暑や集中豪雨などの異常気象による大規模自然災害のほか、重大事故あ

るいはＮＢＣやテロ等の新たな災害危険も危惧されているところです。このような状況下において、

本市では、市民の安全安心を守るため、実践的な訓練や関係機関との合同訓練を通じた部隊の災害対

応力の強化に全力を挙げて取り組んでいます。 

 
（２）訓練状況 

     

      救助活動効果確認会              ＮＢＣ訓練 

 

      

三連梯子を使用した救出訓練            令和５年度埼玉県特別機動援助隊 

                     消防・医療基礎研修 
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２．救助出場状況 
（１）救助出場状況  

令和５年中  

事故種別 

 

区 分 

火 

災 

交 

通 

水 

難 

風 
 

水 

自 

然 

機 

械 

建
物
等 

酸 

欠

ガ 

ス 

破 

裂 
そ
の
他 

合 

計 

出場件数 12 12 2   14   12 52 

活動件数 12 10 2   8   7 39 

救助人員  10 2   8   5 25 

活動人員 116 128 17   71   68 400 

活動車両 38 46 8   27   27 146 

  
 
 
 

 
 
 
 

58



（２）活動概要 

 令和５年中 主な救助  

発生月 発生場所 事故種別 活動概要 

１月 
美女木 

地内 
交通事故 

男性１名がバイクで走行中、何らかの原因で足がフットレストとクラッチ

ペダルの間に挟まれたもの。車載工具を使用し、クラッチペダル根元のボ

ルトを外して挟まれを解除し救出する。 

２月 
本町 

地内 

建物等に

よる事故 

一般住宅１階風呂場の脱衣所扉のラッチボルトが壊れ、居住者１名が閉じ

込められ救助要請。脱衣所の横すべり窓から救助隊１名進入し、要救助者

と接触。廊下側と脱衣所側から開放を試みる。家族から破壊による早期救

出を要望されたため、廊下側の戸当たりをバールで破壊し、薄い鉄板でラ

ッチボルトを解除し救出する。 

３月 
大字下笹目 

地内 
水難事故 

男性１名が河川に落ちて上がれないとの救助要請。現着後、レスキューチ

ューブを要救助者へ渡し浮力の確保を実施する。隊員１名が入水し確保ロ

ープを設定、かぎ付きはしごを使用した介添え救助にて救出する。 

４月 
大字新曽 

地内 

建物等に

よる事故 

男児１名が両開き扉丁番側に誤って左手を挟んでしまったもの。現着後、

石鹸水、バール、万能斧、ドアストッパーを使用し、挟まれ部分の間隙を

広げ挟まれを解除し救出する。 

５月 
上戸田 

地内 

その他の

事故 

先着救急隊より建物からの傷病者搬出困難のため救助要請。水平位での救

出を指示される。梯子水平救助第２法にて２階ベランダ部分から男性１名

を救出する。 

７月 
下前 

地内 
交通事故 

車両１台が転覆し男性運転手１名が車内に取り残されていたもの。車両リ

アハッチからバックボードに収容したのち車外に救出する。 

７月 
大字新曽 

地内 

その他の

事故 

先着救急隊より建物からの傷病者搬出困難のため救助要請。水平位での救

出を指示される。当該建物は階段部分狭隘のため、救助工作車のクレーン

を使用し建物３階窓から救出する。 

８月 
美女木 

地内 
交通事故 

車両と車両の衝突事故により、車両１台が中央分離帯にのり上げ、男性１

名が下肢を挟まれ救助要請。現着後、カッター、プランジャーラムを使用

し、Ａピラーの切断および運転席の拡張を行う。拡張後、下肢の挟まれを

解除しながらバックボード上に収容し、車外へと救出する。 

９月 
上戸田 

地内 

建物等に

よる事故 

通報者の女性１名が救急要請後、意識レベルがダウン(会話不能）し、玄関

施錠有のため救助要請。２階窓へ三連梯子を使用し屋内へ進入。玄関開錠

後、救出する。 

１０月 
川岸 

地内 
水難事故 

女性１名が河川内に沈んでいる状態との救助要請。要救助者の位置は、岸

から１ｍ、水面までの高さ２．５ｍ、水深２ｍ。救助隊員１名を早期進入

させ、要救助者を確保、観察を実施。若干の腐敗と硬直を確認する。その

後、さらにもう一名隊員を進入させ、担架へ収容し、ロープにて引き上げ

救出をする。 

１１月 
喜沢 

地内 
交通事故 

先着救急隊からの救助要請。歩行者が車両と接触し、下敷きになったもの。

付近住民よりガレージジャッキを借用し、ジャッキアップし救出する。 

１２月 
新曽南 

地内 
交通事故 

車両と車両の衝突事故により、車両１台が横転し、運転していた男性１名

が自力脱出不能になったもの。車輪止め及びステップチョークを使用し車

両安定化をはかる。隊員１名が車内進入し、バックボードにて救出する。 
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（３）他市救助応援出場状況 

令和５年中 

事故種別 

 

管轄 

火 

災 

交 

通 

水 

難 

風 
 

水 

自 

然 

機 

械 

建
物
等 

ガ 

ス 

酸 

欠 

破 

裂 

そ
の
他 

合 

計 

蕨市消防本部          0 

川口市消防局          0 

さいたま市消防局  1        1 

埼玉県南西部消防局   1       1 

東京消防庁   4       4 

合計 0 1 5 0 0 0 0 0 0 6 

 

（４）救助活動現場 

      

追突事故からの救助活動           リアハッチからの救助活動 

 

      

          夜間の水難救助活動                      転覆車両からの救助活動 
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３．救助出場の推移  
 

  種別 

 

年別 

火 

災 

交 

通 

水 

難 

風 
 

水 

自 

然 

機 

械 

建
物
等 

ガ 

ス 

酸 

欠 

破 

裂 

そ
の
他 

出 
 

場 
件 

 

数 
活 

動 

件 

数 

令和元年 15 14 7 4 2 23 1  43 109 58 

令和 2 年 17 14 9  2 12 1  11 66 43 

令和 3 年 17 9 10  2 5 2  15 60 44 

令和 4 年 13 17 14   10   4 58 43 

令和 5 年 12 12 2   14   12 52 39 

 

 

 

 

 

61



４．消防本部保有資機材 
                    令和５年４月１日現在 

一般救助用器具 保有数 重量物排除用器具 保有数 切断用器具 保有数 

・ かぎ付はしご 

・ 三連梯子 

・ 金属製折りたたみ梯子

又はワイヤー梯子 

・ 空気式救助マット 

・ 救命索発射銃 

・ サバイバースリング又

は救助用縛帯 

・ 平担架 

9(2) 

7(1) 

2(2) 

 

1(1) 

1(1) 

12(11) 

 

1(1) 

・ 油圧ジャッキ 

・ 油圧スプレッダー 

・ 可搬ウィンチ 

・ マンホール救助器具 

・ 救助用簡易起重機 

・ マット型空気ジャッキ 

・ 大型油圧スプレッダー 

・ 救助用支柱器具 

・ チェーンブロック 

 

3(3) 

2(2) 

2(2) 

1(1) 

0 

1(1) 

1(1) 

2(2) 

1(1) 

・ 油圧切断機 

・ エンジンカッター 

・ ガス溶断器 

・ チェーンソー 

・ 鉄線カッター 

・ 空気鋸 

・ 大型油圧切断機 

・ 空気切断機 

・ コンクリート・鉄筋切

断用チェーンソー 

3(3) 

8(2) 

1(1) 

4(1) 

11(3) 

1(1) 

1(1) 

1(1) 

0 

破壊用器具 保有数 検知・測定用器具 保有数 呼吸保護用用具 保有数 

・ 万能斧 

・ ハンマー 

・ 携帯用コンクリート破

壊器具 

・ 削岩機 

・ ハンマドリル 

15(5) 

7(1) 

1(1) 

 

1(1) 

1(1) 

・ 生物剤検知器 

・ 可燃性ガス測定器 

・ 有毒ガス測定器 

・ 酸素濃度測定器 

・ 放射線測定器 

・ 化学剤検知器 

※１有毒ガス検知管 

0 

4(2) 

6(4) 

4(2) 

5(4) 

1(1) 

1(1) 

・ 空気呼吸器 

・ 空気補充用ボンベ 

・ 酸素呼吸器 

・ 簡易呼吸器 

・ 防塵マスク 

・ 送排風機 

・ エアラインマスク 

49(10) 

71(2) 

5(5) 

4(4) 

16(5) 

1(1) 

0 

隊員保護用器具 保有数 除染用器具 保有数 水難救助用器具 保有数 

・ 耐電手袋 

・ 耐電衣 

・ 耐電ズボン 

・ 耐電長靴 

・ 防塵メガネ 

・ 携帯警報器 

・ 防毒マスク 

・ 化学防護服（陽圧式化

学防護服を除く） 

・ 陽圧式化学防護服 

・ 耐熱服 

・ 放射線防護服 

・ 特殊ヘルメット 

7(5) 

7(5) 

7(5) 

7(5) 

25(5) 

24(5) 

16(10) 

34(4) 

 

5(5) 

3(0) 

2(2) 

7(5) 

・ 除染シャワー（歩行可

能者用） 

・ 除染シャワー（歩行可

能者用・担架用） 

・ 除染剤散布器 

・ 除染シャワー（多人数

対応用） 

0(0) 

 

1(0) 

 

1(0) 

0 

・ 潜水器具 

・ 救命胴衣 

・ 水中投光器 

・ 救命浮環 

・ 浮標 

・ 救命ボート 

・ 船外機 

・ 水中スクーター 

・ 水中無線機 

・ 水中時計 

・ 水中テレビカメラ 

18(18) 

50(15) 

15(15) 

8(4) 

6(2) 

7(1) 

7(1) 

0 

1(1) 

18(18) 

0 

検索用器具 保有数 

・ 簡易画像探索機 2(2) 

その他の救助用器具 保有数 

・ 投光器 

・ 携帯投光器 

・ 携帯拡声器 

・ 携帯無線機 

・ 応急処置用セット 

・ 車両移動器具 

・ 緩降機 

・ ロープ登降機 

・ 救助用降下機 

・ 発電機 

10(2) 

30(9) 

21(6) 

27(3) 

6(1) 

2(2) 

3(2) 

7(7) 

10(10) 

14(5) 

高度救助用器具 保有数 

・ 画像探索機 

・ 地中音響探知機 

・ 熱画像直視装置 

・ 夜間用暗視装置 

・ 電磁波探査装置 

・ 二酸化炭素探査装置 

・ 水中探査装置 

・ 地震警報器 

0 

0 

3(1) 

0 

0 

0 

0 

0 

山岳救助用器具 保有数 

・ 登山器具 

・ バスケット型担架 

0 

3(3) 

その他 保有数 

・ 大型ブロアー 

・ ウォーターカッター 

 

0 

0 

※ この表は、救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令を基に作成したもの。 
※ （）内の数は、特別救助隊保有数。 
※1  救助調査業務の項目に該当しないが、当市において保有している資機材。 
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令和５年度に更新整備された第７分団車 

 



１．消防団の現況 
 
  本市の消防団は、平成２７年４月１日に機能別分団を創設し、現在では１本部８分団、定員１

２４人で組織されています。  
消防団は常備消防とともに、地域住民を水火災等から守るため、郷土愛精神により組織された

消防機関であり、特に火災における初期消火、更に大規模災害時の対応については、消防団の活

躍によるところは極めて大きいものがあります。  
  このようなことから機動力の強化、装備の充実及び団員の技能の向上を図るとともに消防団の

活性化を推進していく必要があります。  
 
 
（１）消防団員配置状況 

令和５年４月１日現在 
階級 

名称 
団 長 副団長 分団長 副分団長 部 長 班 長 団 員 計 定 員 

消防団本部 1 2      3 3 

第１分団   1 1 1 2       8 13 13 

第２分団   1 1 1 2 8 13 13 

第３分団   1 1 1 2 7 12 13 

第４分団   1 1 1 2 8 13 13 

第５分団   1 1 1 2 7 12 13 

第６分団    1 1 2 8 12 13 

第７分団   1 1 1 2 6 11 13 

機能別分団       17 17 30 

計 1 2 6 7 7 14 69 106 124 

 

（２）消防団車両配置状況 
                                                                                  令和５年４月１日現在 

車 両 名 型 式  登録年 免許区分 種   類 登 録 番 号 
ポンプ

級別 
取得年月日 

第１分団車 日野 TKG-XZU640M H26 年 準中型 CD－Ⅰ 大宮 830ま  101 Ａ－２ H26.10. 8 

第２分団車 いすゞPB-NKR81N H18 年 準中型 CD－Ⅰ 大宮800 せ 1860 Ａ－２ H18.10.25 

第３分団車 日野 TKG-XZU640M H25 年 準中型 CD－Ⅰ 大宮830 つ  103 Ａ－２ H25.12. 2 

第４分団車 日野 BDG-XZU334M H21 年 準中型 CD－Ⅰ 大宮830 せ  104 Ａ－２ H21.10.15 

第５分団車 日野 2RG-XZU640M R３年 準中型 CD－Ⅰ 大宮 830つ  105 Ａ－２ R3.10. 1 

第６分団車 日野 2RG-XZU640M R２年 準中型 CD－Ⅰ 大宮 830て  106 Ａ－２ R2.10. 7 

第７分団車 いすゞKR-NKR81GN H15 年 準中型 CD－Ⅰ 大宮 800す 6257 Ａ－２ H15.11. 4 
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（１）消防団員年齢調
令和５年４月１日現在

（２）消防団員勤続年数調
令和５年４月１日現在

（３）職業別一覧
令和５年４月１日現在

10 106

1 13

1 11

4 17

12

3 13

11

3

1 13

13

その
他

合計

7 7 25 2 9

93 1

1

1 1 1

合　　計 1 1 21 10 7 6

機能別分団

第 ７ 分 団 5 3 1

3

第 ６ 分 団 1 4 2 2

1

4 3

4

第 ５ 分 団 4 2

第 ４ 分 団 1 2 1 2

1

2 2 5第 ３ 分 団 1 1 1

1 1 1 3第 ２ 分 団

第 １ 分 団 1

卸売・
小売業・
飲食店

電気・
ガス・

水道業

不動
産業

サービ
ス業

1

運輸・
通信
業

2 3 1 2

金融・
保険業

3

100.0

平均在団年数 16.1

農業
林業・漁
業・鉱業

建設
業

製造
業

2

公務
員

日本
郵政

本　　　団

合　　計 1 2 6 7 7 14 69 106

4.7
４０年以上 1 1 2 1.9

３５年以上４０年未満 1 3 1 5

8.5
３０年以上３５年未満 2 6 3 4 15 14.2

２５年以上３０年未満 1 3 5 9

6.6
２０年以上２５年未満 1 4 8 13 12.3

１５年以上２０年未満 1 6 7

9.4
１０年以上１５年未満 15 15 14.2

５年以上１０年未満 10 10

構成率
（％）

５年未満 30 30 28.2

平均年齢 46.7

団長 副団長 分団長 副分団長 部長 班長 団員 合計

3.8

合　　計 1 2 6 7 7 14 69 106 100.0

６６歳以上 2 1 1 4

17.2
６１歳から６５歳 1 2 2 1 6 5.7

５６歳から６０歳 3 3 5 3 5 19

19.9
５１歳から５５歳 1 2 5 7 15 14.2

４６歳から５０歳 6 15 21

8.6
４１歳から４５歳 11 11 10.5

３６歳から４０歳 9 9

5.8
３１歳から３５歳 6 6 5.8

２６歳から３０歳 6 6

0.9
２１歳から２５歳 8 8 7.6

１８歳から２０歳 1 1

２.団員年齢・勤続年数・職業

団長 副団長 分団長 副分団長 部長 班長 団員 合計
構成率
（％）
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３．出動状況 
消防団活動状況 

    年 度 
区 分 

令 和 ２ 年 度 令 和 ３ 年 度 令 和 ４ 年 度 
出 動 回 数 出 動 人 員 出 動 回 数 出 動 人 員 出 動 回 数 出 動 人 員 

火 災 等 ６ １１８ ３ １４ ４ ５０ 

警 戒 等 ５ １１４ ４ ７５ ７ １７７ 

訓 練 等 ８ ７６ １３ ２８４ ３９ ５４３ 

会議・研修等 ９ ５８ １７ ７５ １８ １０２ 

総 数 ２８ ３６６ ３７ ４４８ ６８ ８７２ 

 
当市では火災が発生した場合、一つの火災に偏ることのないように基本団の出動区域を定めていま

す。基本団員の招集方法として、サイレン吹鳴装置・電話回線を使用した順次指令装置、携帯電話、

Ｅメール順次指令装置及び無線傍受機を利用して招集しています。  
機能別分団は市内全域において、後方支援、広報活動等を行います。  

 
                             

○斜線部分の地域  
                            喜沢１、２丁目・喜沢南１、２丁目 
                            中町１、２丁目・下戸田１、２丁目 
                            下前１、２丁目・川 岸１、２丁目 
                           ○出動分団 
                            第１、２、３、４、５分団 
                           ○詰め所待機分団  
                            第６、７分団 
 
  
                             ○斜線部分の地域 
                            上戸田１、２、３、４、５丁目・大字上戸田 
                            本 町１、２、３、４、５丁目 
                            川 岸３丁目・南町・戸田公園 
                            大字新曽・新曽南１、２、３、４丁目 
                            氷川町１、２、３丁目・大字下笹目 
                            ○出動分団 
                            第１、２、３、４、５、６、７分団 
                            
  

○斜線部分の地域  
                            笹目１、２、３、４、５、６、７、８丁目 

笹目南町・笹目北町・早瀬１、２丁目 
美女木１、２、３、４、５、６、７、８丁目 
美女木東１、２丁目・美女木北１、２、３丁目 

                           ○出動分団 
                            第２、３、６、７分団 
                             ○詰め所待機分団 
                              第１、４、５分団 
 

※ 斜線部分の地域に第２出場の火災を想定した基本団の出動区分  
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４．団員報酬 

（１）報  酬 

消防団員の報酬                                令和５年４月１日現在 

基本団員 

階級 年額報酬（円） 
出動報酬 

  災害 警戒・訓練 分団長会議 

団長 １７１，０００ 

４,０００円 

ただし、1 日の従事

時間が 4 時間を超

える場合は、4,000

円を加算して支給

する。  

３,５００円 

ただし、1 日の従事

時間が 4 時間を超

える場合は、3,500

円を加算して支給

する。  

２,０００円 

ただし、1 日の従事

時間が 4 時間を超

える場合は、2,000

円を加算して支給

する。 

副団長 １４２，０００ 

分団長 １１３，０００ 

副分団長 ８７，０００ 

部長 ７８，０００ 

班長 ６７，０００ 

団員 ６１，０００ 

機能別団員 団員 ５，０００ 

 

（２）退職報償金  

消防団員として５年以上勤務して退職した者に支給されます。 
 
消防団員退職報償金支給額（単位：円）                     令和５年４月１日現在 

階 級 
勤     務     年     数 

５年以上 
１０年未満 

１０年以上 
１５年未満 

１５年以上 
２０年未満 

２０年以上 
２５年未満 

２５年以上 
３０年未満 

３０年以上 

団 長 ２３９，０００ ３４４，０００ ４５９，０００ ５９４，０００ ７７９，０００ ９７９，０００ 

副 団 長 ２２９，０００ ３２９，０００ ４２９，０００ ５３４，０００ ７０９，０００ ９０９，０００ 

分 団 長 ２１９，０００ ３１８，０００ ４１３，０００ ５１３，０００ ６５９，０００ ８４９，０００ 

副 分 団 長 ２１４，０００ ３０３，０００ ３８８，０００ ４７８，０００ ６２４，０００ ８０９，０００ 

部長・班長 ２０４，０００ ２８３，０００ ３５８，０００ ４３８，０００ ５６４，０００ ７３４，０００ 

団 員 ２００，０００ ２６４，０００ ３３４，０００ ４０９，０００ ５１９，０００ ６８９，０００ 
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５．消防団受持区域 

分団の名称及び区域                             令和５年４月１日現在 

分 団 の 名 称 区        域 

第 １ 分 団 下戸田１丁目、下戸田２丁目、上戸田１丁目、上戸田２丁目、本町１丁目、下前１丁目 

第 ２ 分 団 
大字新曽、新曽南１丁目～新曽南４丁目、氷川町１丁目～氷川町３丁目、大字上戸田、

大字下笹目 

第 ３ 分 団 本町２丁目～本町５丁目、上戸田３丁目～上戸田５丁目、南町、戸田公園１番 

第 ４ 分 団 喜沢１丁目、喜沢２丁目、喜沢南１丁目、喜沢南２丁目、中町１丁目、中町２丁目 

第 ５ 分 団 
下前２丁目、川岸１丁目～川岸３丁目、戸田公園２番～１０番、堤外笹目水門東側～ 

堤外三領水門西側 

第 ６ 分 団 
笹目１丁目～笹目８丁目、早瀬１丁目、早瀬２丁目、笹目南町、堤外環状道路南側～ 

堤外笹目水門西側 

第 ７ 分 団 
美女木１丁目～美女木８丁目、美女木東１丁目、美女木東２丁目、美女木北１丁目～美

女木北３丁目、笹目北町、堤外環状道路北側 

機能別分団 市内全域 
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６．歴代消防団長 
                                                                                     令和５年４月１日現在 

歴 代 氏  名 在  任  期  間 備    考 

初代 熊 木 秀 吉 
昭和２２年１０月 １日～昭和２８年１０月３１日 自治体消防戸田町消防団 

昭和２８年１１月 １日～昭和３２年  ６月１２日 戸田町連合消防団 (改組) 

２代 神 保 湖之吉 昭和３２年 ６月１３日～昭和３５年  ３月３１日 美笹村、戸田町合併により２団加わり７団に 

３代 宮 永 守 雄 昭和３５年 ４月  １日～昭和３６年  ７月３１日  

４代 熊 木 市五郎 

昭和３６年１２月 ２日～昭和３８年  ９月３０日  

昭和３８年１０月 １日～昭和４１年  ９月３０日 戸田町消防団(改組:７団を７分団へ) 

昭和４１年１０月 １日～昭和４４年  ５月３１日 戸田市消防団 (市制施行) 

５代 小 山 徳 次 昭和４４年 ６月２８日～昭和６２年  ４月３０日  

６代 武 内 福 男 昭和６２年  ５月 １日～平成  ３年  ３月３１日  

７代 秋 元 利 夫 平成  ３年  ４月 １日～平成  ４年  ３月３１日  

８代 石 田 昭 三 平成  ４年  ４月 １日～平成  ５年  ３月３１日  

９代 金 子 富 男 平成  ５年  ４月 １日～平成  ９年  ３月３１日  

１０代 大 貫 清 明 平成  ９年  ４月 １日～平成１２年  ３月３１日  

１１代 春 山 庄一郎 平成１２年  ４月 １日～平成１３年  ３月３１日  

１２代 杉 﨑 繁 雄 平成１３年  ４月 １日～平成１４年  ３月３１日  

１３代 萩 原 正 秋 平成１４年  ４月 １日～平成１７年 ３月３１日  

１４代 大 沼 一 哉 平成１７年 ４月 １日～平成１９年 ３月３１日  

１５代 飯 島 義 男 平成１９年 ４月 １日～平成２０年 ３月３１日  

１６代 林  魂 明 平成２０年 ４月 １日～平成２１年 ３月３１日  

１７代 秋 元 德 夫 平成２１年 ４月 １日～平成２４年 ３月３１日  

１８代 野 島 政 雄 平成２４年 ４月 １日～平成２６年 ３月３１日  

１９代 石 井 義 和 平成２６年 ４月 １日～平成２７年 ３月３１日  

２０代 針 替 一 浩 平成２７年 ４月 １日～平成３０年 ３月３１日 
機能別分団創設（７分団を９分団へ） 

埼玉県消防協会副会長 

２１代 酒 井 久 之 平成３０年 ４月 １日～令和 ２年 ３月３１日  

２２代 清 水  稔 令和 ２年 ４月 １日～令和 ４年 ３月３１日 
令和３年４月１日から機能別分団を

統合（９分団を８分団へ） 

２３代 矢 﨑  信 二 郎 令和 ４年 ４月 １日～現在に至る  
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令和５年度戸田消防
訓練・行事など 令和５年４月～令和６年３月編

令和５年４月１日
新規採用職員発令式

令和５年度新規採用職員の発
令式を市役所庁舎にて実施し
ました。
一日でも早く市民の皆様のお
役に立てるよう精進いたしま
す！

ウィズコロナからアフターコロナへと社会が変化し、それに伴い
行事がコロナ以前のように実施されるようになりました。
令和５年度も市民の皆様の安心・安全を守るため様々な訓練を行い
ました。

令和５年５月２日
新規採用職員基礎研修

消防長査閲

令和５年４月１２日～５月２日
まで実施し、最終日には研修・
訓練の成果を披露するため消防
長査閲を実施しました。
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令和５年６月２５日
可搬ポンプ・ボート取扱訓練

震災時の火災対応や水害時の排水作業に対応するため、消防団員
が可搬プンプ及びボートの取扱訓練・放水訓練を実施しました。

令和５年７月２１日
戸田・志村・南西合同水難訓練

関係行政機関等との連携活動をより充実強化し、近年頻発する豪雨
災害や夏季の水難救助事案に対応するため、荒川にて合同訓練を実
施しました。
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令和５年１１月９日～１５日
秋季火災予防運動

戸田駅及び戸田公園駅において
火災予防運動駅頭広報を実施し
ました。駅頭には機能別消防団
員とともに戸田市少年少女消防
クラブ員も参加してくれました。
また期間中は消防団員による夜
間巡回を実施しました。

令和５年１２月１９日
警防救助担当効果確認会

日々の訓練の効果を消防長に確認していただきました。
これからも、市民の安心安全のために、訓練に励んでいきます。
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令和6年1月28日
機関員訓練

令和６年１月２６日
文化財保護訓練

戸田市指定の文化財を火災から保護
し、火災発生時の応急消火義務者の
対応及び消防部隊の初動体制の確認
並びに指揮系統を確立するため、消
防職員、消防団員、関係者との連携
強化を図ることを目的とし訓練を実
施しました。今年度は戸田氷川神社
にご協力をいただきました。

消防団車両の緊急走行や普通走行
時における事故を未然に防止する
こと及び機関員として必要な技術
の習得を図るため、機関員訓練を
実施しました。
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